
は
じ
め
に

明
治
太
政
官
政
府
が
、
明
治
五
年
一
〇
月
の
太
政
官
正
院
歴
史
課
設
置
以
来
、
修

史
局
、
修
史
館
と
そ
の
名
称
を
変
え
な
が
ら
、｢

正
史｣
編
纂
の
た
め
の
部
局
を
そ

の
一
部
と
し
て
一
貫
し
て
有
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ら
正
史
編
纂
部
局
に
お
け
る
歴

史
編
纂
が
、
史
学
史
上
の
い
わ
ゆ
る

｢

官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム｣
の
淵
源
を
な
し
た
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
、
修
史
部
局
が
一
貫
し
て
取
り
組
ん

だ
課
題
の
な
か
に
、｢

復
古
記｣

に
代
表
さ
れ
る
、
同
時
代
史
編
纂
事
業
が
あ
っ
た

こ
と
は
、
史
学
史
上
に
お
い
て
は
十
分
な
位
置
づ
け
が
は
か
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い

が
た
い
。
明
治
五
年
に
編
纂
が
着
手
さ
れ
た

｢

復
古
記｣

は
、
そ
の
時
点
か
ら
見
れ

ば
わ
ず
か
に
五
年
前
の
事
件
を
対
象
と
し
た

｢

歴
史｣

で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、｢

修

史｣

事
業
は
、
今
日
の

｢

歴
史｣

の
語
感
が
示
す
よ
う
な
、
現
在
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
遠
い
過
去
に
対
象
を
限
定
し
て
い
た
の
で
は
な
く
、
直
近
の
過
去
ま
で
を
含
ん
で

い
た
こ
と
を
念
頭
に
お
く
こ
と
は
、
明
治
太
政
官
に
お
け
る
正
史
編
纂
事
業
の
全
体

像
を
捉
え
る
上
で
不
可
欠
で
あ
ろ
う
。

具
体
的
に
い
え
ば
、
修
史
部
局
が
編
纂
し
た
主
要
な
同
時
代
史
は
、｢

復
古
記｣

、

『

明
治
史
要』

、｢

征
西
始
末｣

の
三
つ
で
あ
る
が

(

�)

、
と
り
わ
け

｢

征
西
始
末｣

は
、

明
治
一
〇
年
の
西
南
戦
争
の
記
録
を
、
翌
一
一
年
か
ら
編
纂
す
る
と
い
う
、
出
来
事

と
編
纂
の
間
に
時
間
差
が
ほ
と
ん
ど
な
い
、
と
い
う
点
で
特
筆
す
べ
き
書
物
で
あ
る
。

従
来
、｢

征
西
始
末｣

に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
も
後
に
触
れ
る
重
野
安
繹
の
講
演

や
末
松
謙
澄
意
見
書
な
ど
か
ら
、
構
想
段
階
で
の
西
欧
の
歴
史
書
の
影
響
が
論
点
と

し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、｢

征
西
始
末｣

そ
の
も
の
は
、｢

主
と
し
て
編
年
的
な
戦

争
の
記
述｣

で
あ
っ
て
、
西
欧
歴
史
書
の
方
法
を
取
り
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ

た
、
と
評
価
さ
れ
て
き
た

(

�)

。
し
か
し
、｢

征
西
始
末｣

は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
な
編

纂
の
同
時
代
性
の
際
立
っ
た
高
さ
と
な
ら
ん
で
、｢

復
古
記｣

『

明
治
史
要』

の
よ
う

な
編
年
綱
文
―
引
用
史
料
型

(『

明
治
史
要』

の
場
合
は
引
用
史
料
を
含
ま
ず
、
編

年
綱
文
が
列
挙
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が)

の
書
物
で
は
な
く
、
引
用
史
料
を
は
さ
み

つ
つ
全
体
は
地
の
文
で
叙
述
さ
れ
る
、
い
わ
ば
通
常
の
意
味
で
の

｢

歴
史
記
述｣

で

あ
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
三
つ
の
同
時
代
史
編
纂
物
と
の
比
較
と
い
う
点
か
ら
は
、

編
纂
過
程
の
分
析
を
行
わ
ず
に
単
に
こ
れ
を

｢

編
年
的
な
戦
争
の
記
述｣

と
し
て
し

ま
う
の
に
は
い
さ
さ
か
問
題
が
あ
る
、
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
は
、｢
征
西
始
末｣

編
纂
の
経
緯
と
そ
の
材
料
の
収
集
過
程
の
解
明
、
お

よ
び
残
さ
れ
た
諸
稿
本
の
比
較
検
討
と
い
う
基
礎
的
作
業
を
踏
ま
え
、｢

征
西
始
末｣

の
修
史
事
業
史
上
の
位
置
づ
け
を
は
か
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
太
政
官
修
史
部
局
に
お
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け
る
歴
史
記
述

(historiography)

の
模
索
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
｢

記
録｣

と

｢

修
史｣

今
日
知
ら
れ
る

｢

征
西
始
末｣

編
纂
の
発
端
は
、
次
に
掲
げ
る
明
治
一
〇
年
一
一

月
三
〇
日
の
太
政
官
書
記
官
の
上
申
で
あ
る

(

�)

。

今
春
鹿
児
島
逆
徒
征
討
被
仰
出
ヨ
リ
残
賊
平
定
ニ
至
ル
其
間
諸
軍
之
戦
状
、
各

地
之
探
報
及
出
張
文
官
報
告
筆
記
、
降
服
人
口
供
聞
取
書
等
、
逐
次
輯
集
有
之

候
処
、
右
ハ
明
治
史
中
一
要
部
ニ
付
、
此
際
修
史
館
ニ
附
シ
速
ニ
編
纂
被
仰
付

可
然
ト
存
候

す
な
わ
ち
、
書
記
官
に
お
い
て
西
南
戦
争
記
録
の
編
集
が
着
手
さ
れ
て
お
り
、
し

か
し
そ
れ
は

｢

明
治
史
中
一
要
部｣

で
あ
る
の
で
修
史
館
で
編
纂
さ
れ
る
の
が
望
ま

し
い
と
書
記
官
側
で
は
考
え
ら
れ
る
に
至
り
、
記
録
材
料
を
修
史
館
に
引
き
渡
し
た

い
と
上
申
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
、
同
年
一
二
月
一
九
日
、
修
史
館
宛

に

｢

鹿
児
島
逆
徒
征
討
書
類
悉
皆
下
付｣

の
達
が
出
さ
れ
、
記
録
編
輯
の
修
史
館
移

管
が
決
定
し
た
。

一
方
修
史
館
側
で
は
、
一
二
月
二
四
日
の
内
閣
宛
上
申
に
お
い
て
、
政
府
各
機
関

に
対
し
て
、
西
南
戦
争
書
類
を
提
出
す
る
よ
う
命
じ
る
達
を
太
政
官
か
ら
出
す
こ
と

を
要
求
し
た
。
こ
れ
に
基
づ
き
、
翌
明
治
一
一
年
一
月
二
八
日
、
各
機
関
宛
に
出
さ

れ
た
太
政
官
達
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
が
表
１
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
旧
征
討
総

督
た
る
有
栖
川
宮
と
各
省
・
関
係
各
府
県
に
対
し
、
公
文
書
と
関
係
者
の
手
記
の
修

史
館
提
出
が
求
め
ら
れ
た

(

�)

。

こ
の
達
お
よ
び
修
史
館
独
自
の
収
集
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
た
編
纂
材
料
の
全
貌
に

つ
い
て
は
、
修
史
館
で
複
数
回
に
わ
た
っ
て
目
録
を
作
成
し
て
い
る
。｢

西
南
事
件

記
録
目
録｣
(

以
下
目
録
Ａ)

(

�)

、｢

西
南
事
件
記
録
目
録｣

(

以
下
目
録
Ｂ)

(

�)

、｢

西
南
征

討
書
類
目
録｣

(

以
下
目
録
Ｃ)

(

�)

の
三
種
で
あ
る
。
最
も
整
理
さ
れ
た
目
録
で
あ
る

目
録
Ａ

(

明
治
一
三
年
ご
ろ
の
作
成
と
考
え
ら
れ
る)

を
元
に
、
今
日
東
京
大
学
史

( ) 明治太政官における歴史記述の模索 (松沢)59

表１ 明治11年１月28日の達内容

達宛先 提出対象

有栖川宮熾仁親王
征討総督府諸記録､ 九州臨時裁判所記録､ 逆徒口供・裁判書､ 附属官吏等の私記・
覚書・往復書翰・探報書

陸軍省
征討諸記録､ 近衛各鎮台兵戦記､ 戦闘線図､ 将校以下私記・覚書・往復書翰､ 探報
書､ 但し参軍報告書は除く

海軍省 征討諸記録､ 戦闘線図､ 将校以下私記・覚書・往復書翰・探報書

開拓使 出兵戦記､ 諸記録､ 出張官吏・兵士等私記・覚書・往復書翰・探報書

外務省・内務省・大蔵省・文部省・
工部省・司法省・宮内省

関係の諸記録､ 戦地其他出張官吏記録､ 官吏等外雇等私記・覚書・往復書翰・探報
書

内務省
警視局警察探索諸記､ 戦地出張戦記､ 警視官始め巡査等私記・覚書・往復書翰・探
報書

鹿児島県・熊本県・大分県・長崎
県・福岡県

関係の諸記録､ 戦地諸記､ 県内暴動事情､ 県官より区戸長士民等私記・覚書・往復
書翰・探報書

内務省
賊徒懲役人の内その事情及び戦地の形状など詳悉する者の顛末を筆記したもの､
あるいは口述書

府県 (東京府及び賊徒懲役人発配
無之府県を除く)

賊徒懲役人の内その事情及び戦地の形状など詳悉する者の顛末を筆記したもの､
あるいは口述書

出典：｢公文録｣ 明治十一年一月局 (国立公文書館所蔵､ 2A-10-公2237)
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料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
と
対
照
さ
せ
て
表
２
〜
８
を
作
成
し
た
。
目
録

Ａ
は
、
諸
材
料
を

｢

諸
庁
上
申
書｣

｢

府
県
進
達
懲
役
人
筆
記｣

｢

秘
閣
蔵
本｣

｢

板

本
買
入｣

｢
地
図｣

｢

借
書｣

｢

雑
部｣

に
分
類
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
分
類
に
基
づ

き
以
下
検
討
を
加
え
る

(

�)

。
(

１)

諸
庁
上
申
書
・
府
県
進
達
懲
役
人
筆
記

(

表
２
・
表
３)

提
出
を
命
じ
ら
れ
た
各
機
関
か
ら
提
出
さ
れ
た
書
類
お
よ
び
各
地
の
監
獄
に
収
監

さ
れ
て
い
た
旧
薩
軍
兵
士
の
手
記
類
で
あ
る
。
目
録
に
見
え
な
い
が
、
今
日
東
京
大

学
史
料
編
纂
所
に
そ
れ
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
存
在
す
る
場
合
も
こ
れ
を

掲
載
し
た

(

表
２
・
一
一
四
〜
一
三
〇)
。
太
政
官
本
局
か
ら
回
付
さ
れ
て
い
る
表

２
・
番
号
一
〜
八
は
、
修
史
館
へ
の
移
管
に
先
立
ち
書
記
官
局
で
編
纂
し
た
も
の
で

あ
り
、
該
当
書
類
な
し
と
回
答
し
た
文
部
省

(

�)
を
除
き
、
明
治
一
一
年
九
月
ま
で
に
、

一
月
二
八
日
達
で
命
ぜ
ら
れ
た
機
関
の
う
ち
、
陸
海
軍
省
以
外
の
諸
機
関
は
書
類
を

提
出
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
表
２
に
お
い
て
は
、
目
録
記
載
の
書
目
と
現
在
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
に

所
蔵
さ
れ
る
該
当
史
料
を
対
照
し
、
こ
れ
を
①
編
纂
物
、
②
写
本
、
③
原
本
の
三
種

に
分
類
し
た
。
①
編
纂
物
と
は
、
提
出
者
で
あ
る
各
機
関
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
機
関
に

所
蔵
さ
れ
る
公
文
書
を
そ
の
ま
ま
謄
写
す
る
か
、
記
録
を
再
構
成
し
て

(
日
誌
状
の

体
裁
に
ま
と
め
る
な
ど
し
て)

提
出
し
た
も
の
で
あ
り
、
②
写
本
と
は
、
各
機
関
等

が
所
蔵
す
る
書
類
を
、
修
史
館
が
謄
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
③
原
本
と
は
、

手
記
の
場
合
は
、
手
記
の
執
筆
者
自
身
が
作
成
し
た
手
記
原
本
と
思
わ
れ
る
も
の
を

指
し
、
公
文
書
の
場
合
は
、
西
南
戦
争
当
時
に
作
成
授
受
さ
れ
た
公
文
書
そ
の
も
の

で
あ
る

(

決
裁
印
お
よ
び
罫
紙
の
状
態
か
ら
判
断
し
た)

。
表
２
の
大
部
分
は
①
の

編
纂
物
で
あ
り
、
修
史
館
の
求
め
に
応
じ
る
た
め
に
各
機
関
で
も
相
当
の
労
力
を
投

じ
て
謄
写
本
や
記
録
類
を
編
纂
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

同
時
に
注
目
さ
れ
る
の
が
、
一
部
に
公
文
書
原
本
を
そ
の
ま
ま
提
出
し
て
い
る
例

が
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
司
法
省
提
出
物
で
あ
る

(

目
録
に
直
接
の
対

応
物
を
見
出
せ
な
い
目
録
番
号
一
二
三
、
一
二
七
〜
一
二
九
は
お
そ
ら
く
目
録
番
号

六
〇

｢

長
崎
上
等
裁
判
所
検
事
局
書
類｣

の
一
部
を
構
成
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
、
こ
れ
も
司
法
省
提
出
物
で
あ
る)

。
こ
れ
ら
司
法
省
提
出
の
公
文
書
原
本
は

｢

目
録
Ｃ｣

で
は

｢

借
書｣

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
て
お
り
、
当
初
は
司
法
省

か
ら
一
時
的
に
修
史
館
に
貸
し
出
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
後
修
史
館
に
移
管
さ
れ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
文
書
の
一
群
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
借
用
と
移
管
の
ゆ
れ
の
問
題
は
、
他
機
関
と
の
間
で
も
見
ら
れ
、
例

え
ば
大
分
県

｢

騒
擾
襍

(

雑)

報｣

お
よ
び

｢

討
薩
戦
記
探
偵
書｣

の
提
出
時
に
、

同
書
を
用
済
後
は
大
分
県
に
返
却
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
の
だ
が

(

�)

、
大
分
県
提
出
の

原
本
は
現
在
史
料
編
纂
所
に
伝
存
し
て
い
る
。
ま
た
明
治
一
一
年
三
月
二
五
日
、
太

政
官
本
局
庶
務
掛
よ
り
修
史
館
宛
に
、
下
付
書
類
中
の
電
報
録
の
う
ち
明
治
一
〇
年

三
月
・
四
月
分
に
つ
い
て

｢

大
臣
公
御
入
用｣

に
つ
き
返
却
あ
り
た
し
と
照
会
が
出

さ
れ
、
修
史
館
は
該
書
二
・
三
・
四
・
五
の
四
冊
を
本
局
に
送
付
し
て
い
る
が
、
そ

の
際

｢

尤
該
書
ハ
悉
皆
御
下
付
之
心
得
ニ
テ
秘
閣
本
ニ
収
入
致
置
候
間
、
御
用
済
ハ

早
々
御
返
附
有
之
度
云
々

(

�)｣

と
申
し
添
え
て
い
る
。
逆
に
、
表
２
記
載
の
材
料
の
内
、

開
拓
使
の
も
の
は
一
部
開
拓
使
に
返
却
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

一
方
、｢

目
録
Ａ｣

の
段
階
に
お
い
て
は
、
戦
闘
の
当
事
者
で
あ
っ
た
陸
海
軍
省

は
一
切
書
類
を
提
出
し
て
い
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
一
年
六
月
四
日
、

陸
軍
省
よ
り
、
い
ま
だ
各
旅
団
よ
り
書
類
の
提
出
が
な
く
、
各
軍
団
に
お
い
て
編
輯

中
の
た
め
整
備
次
第
こ
れ
を
提
出
す
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
提
出
は
不
可
能
で
あ
る

と
太
政
官
書
記
官
に
申
し
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る

(

�)

。｢

目
録
Ａ｣

に
お
け
る
陸
軍
関

係
書
類
は
、
太
政
官
書
記
官
に
お
け
る
編
纂
段
階
で
作
成
さ
れ
た

｢

征
討
参
軍
報
告｣

と
、
公
刊
戦
史
で
あ
る

｢

征
討
軍
団
記
事｣

(

明
治
一
三
年
公
刊
。
そ
の
原
稿
段
階

で
修
史
館
が
謄
写
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る)

に
と
ど
ま
る
。
陸
軍
は
独
自
の
戦
史
編

纂
を
進
め
て
お
り
、
そ
れ
に
先
立
ち
修
史
館
の
事
業
に
材
料
を
提
供
す
る
意
思
は
な

か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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表２ ｢諸庁上申書｣
番号 提出者 史 料 名 提出年月日 種別 備 考 現所蔵・請求記号

1 本局 電報録 11年９月 編纂物
目録注記 ｢記録掛謄写ノ分｣
太政官罫紙

4140.7-62

2 本局 山形県電報 11年９月 編纂物
目録注記 ｢記録掛謄写ノ分｣
太政官罫紙

4140.7-65

3 本局 電報秘録 11年５月 編纂物 太政官罫紙 4140.7-64

4 本局 口供并宣告書写 活版 1040.7-178

5 本局 鹿児島征討雑録 11年１月28日 編纂物

目録注記 ｢鹿児島征討始末三本・同別録
二本・附録一本ヲ総称ス｣
太政官罫紙
目次あり

4140.7-36

6 本局 熊本籠城日記 編纂物
目録注記 ｢鹿児島征討始末巻二ヨリ摘出｣
太政官罫紙

4140.7-38

7 本局 征討参軍報告
目録注記 ｢鹿児島征討始末巻二ヨリ摘出｣
太政官罫紙

(未整理)

8 本局 賊徒姓名簿 11年１月28日 編纂物 太政官罫紙 4140.7-118

9
九州臨時
裁判所

国事犯裁断書 11年９月20日 編纂物
九州臨時裁判事務局・九州臨時裁判残務
取扱局罫紙

4140.7-116

10
九州臨時
裁判所

国事犯裁断書 番外・一号・二号 11年11月 編纂物
九州臨時裁判事務局・九州臨時裁判残務
取扱局罫紙

4140.7-117

11
九州臨時
裁判所

国事犯免罪人名簿 11年９月20日 編纂物 九州臨時裁判事務局罫紙 4140.7-120

12
九州臨時
裁判所

無罪人名 11年９月20日 編纂物 九州臨時裁判事務局罫紙 4140.7-121

13
九州臨時
裁判所

国事犯処刑宣告前死亡編冊 11年９月20日 編纂物
九州臨時裁判事務局・九州臨時裁判残務
取扱局罫紙

4140.7-119

14
九州臨時
裁判所

福岡・長崎九州臨時裁判所上申并内閣往復全書 11年11月 編纂物 九州臨時裁判事務局罫紙 4140.7-98

15
九州臨時
裁判所

九州臨時裁判所国事犯取扱書類 福岡・山口萩・
長崎・熊本・鹿児島・大分・宮崎

11年11月 編纂物 九州臨時裁判事務局罫紙 4140.7-94

16
九州臨時
裁判所

東京九州臨時裁判事務局上申指令全書 11年11月 編纂物 九州臨時裁判残務取扱局罫紙 4140.7-101

17
九州臨時
裁判所

東京九州臨時裁判事務局国事犯取扱書類 11年11月 編纂物 九州臨時裁判事務局罫紙 4140.7-94

18
九州臨時
裁判所

九州臨時裁判所・九州臨時裁判事務局総人員簿 11年11月 編纂物 九州臨時裁判残務取扱局罫紙 4140.7-104

19 開拓使 八代口行営公文録第一巻二 11年４月 北海道立図書館所蔵本カ

20 開拓使 八代口行営公文録巻三・同征討死傷概表 11年４月 北海道立図書館所蔵本カ

21 開拓使 警報摘要 11年４月 編纂物 開拓使罫紙 4140.7-83

22 開拓使
鹿児島出張日誌 一回部・同附録・同日誌第二
回部

11年４月 北海道立図書館所蔵本カ

23 開拓使 西京出張日誌 第二回部 11年４月 編纂物 開拓使罫紙 4140.7-56

24 開拓使 八代口征討日誌摘録 11年４月 編纂物 開拓使罫紙 4140.7-49

25 外務省 西南騒擾関係雑纂 編纂物 外務省罫紙 4140.7-50

26 外務省 鹿児島県雇外国人数名解傭一件 (外国人解傭一件) 編纂物 外務省罫紙 4140.7-85

27 外務省 鹿児島県戦中派出書類 編纂物 外務省罫紙 4140.7-78

28 内務省 営中日誌 11年９月 原本カ
無銘罫紙
岩崎慊私記

4140.7-136

29 内務省 植木役戦闘日注 11年９月 原本カ
無銘罫紙
著者 ｢良顕｣

4140.7-48

30 内務省 警視隊熊本籠城日誌 (第一号警視局雑録) 11年９月 編纂物
｢熊本警視出張所国事犯取調表｣ と合綴
警視局罫紙

4140.7-82

31 内務省
田原・植木方面警視隊戦闘報告表 (第二号警視
局雑録)

11年９月 編纂物 表 4140.7-82

32 内務省 別働第三旅団戦闘記并表 11年９月

33 内務省
豊後路出張東京警視萩原隊戦闘略記 (第三号警
視局雑録)

11年９月 編纂物 警視局罫紙 4140.7-82

34 内務省 豊後路并日向路戦闘略図 (第四号警視局雑録) 11年９月 編纂物 絵図 4140.7-82

35 内務省 東京警視萩原隊豊後路出張行旅日誌 11年９月 編纂物 警視局罫紙 4140.7-86

36 内務省 萩原隊賊情探偵書類 (第五号警視局雑録) 11年９月 編纂物 警視局罫紙 4140.7-82

37 内務省 西南之役往復書 (第六号警視局雑録) 11年９月 原本カ 警視局罫紙 4140.7-82

38 内務省 熊本警視出張所国事犯取調表 11年９月 編纂物
｢警視隊熊本籠城日誌｣ に合綴
警視局罫紙・表

4140.7-82

39 内務省 警視隊四国出張日誌 11年９月 編纂物
警視局罫紙
明治11年２月14日権大警部有馬純尭代理
二等警部太田正直より川路大警視宛上申

4140.7-88

40 内務省 大分鹿児島熊本探偵書 (第七号警視局雑録) 11年９月
編纂物・
一部原本カ

警視局・警視出張所罫紙 4140.7-82

41 内務省 明治十年五月ヨリ探偵書類 (第八号警視局雑録) 11年９月 原本カ 警視局罫紙 4140.7-82

42 内務省 警視局巡査西南之役雑記 (第九号警視局雑録) 11年９月 原本
無地紙
三等巡査遠藤繁三郎・四等巡査倉野藤太
等手記

4140.7-82

43 内務省 熊本賊陣中秘録 (賊軍中日録・賊参謀局日記) 11年９月 編纂物 警視局罫紙 4140.7-43
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番号 提出者 史 料 名 提出年月日 種別 備 考 現所蔵・請求記号

44 内務省 熊本賊徒名簿 11年９月

45 内務省 熊本賊徒本陣并隊名簿 11年９月

46 内務省 熊本士族鎮撫設立原由 (第十号警視局雑録) 11年９月 編纂物 警視局罫紙 4140.7-82

47 内務省 鹿児島実地見聞書 (第十一号警視局雑録) 11年９月 原本カ
無地紙､ 警視局罫紙
松山信吾手記

4140.7-82

48 内務省 遭難者始末書 11年９月 編纂物 警視局罫紙 4140.7-84

49 内務省
林内務少輔西南事件ニ付出張中日記 (林友幸西
南出張日記)

11年９月28日 編纂物 内務省罫紙 4140.7-89

50 内務省
内務大書記官石井省一郎熊本県仮庁中日誌 (石
井省一郎熊本県仮庁日誌)

11年９月28日 編纂物 内務省罫紙 4140.7-93

51 内務省 西南日誌 原正澄筆記 11年９月28日 原本
無銘罫紙
筆者印あり

4140.7-45

52 内務省 戦状電報録 内務省 11年９月28日 編纂物 内務省罫紙 4140.7-63

53 内務省 探偵或ハ日誌類 内務省 (内務省雑録) 11年９月28日 編纂物 内務省罫紙 4140.7-58

54 内務省 内務省社寺局書類 11年12月17日 編纂物 内務省罫紙 4110-8

55 大蔵省
九州地方賊徒騒擾之際派出官員公文并手帖 (大
蔵省雑録)

編纂物 大蔵省罫紙 4140.7-90

56 工部省
西南征討御用中テーホル船航海日誌 (第一号工
部省雑録)

11年９月７日 編纂物 工部省罫紙 4140.7-79

57 工部省
明治十年鹿児島逆徒征討ニ付電信局官吏出張記
事 (第二号工部省雑録)

11年９月７日 編纂物 工部省罫紙 4140.7-80

58 工部省
鹿児島県逆徒征討ニ付明治十年二月ヨリ十二月
迄之間京神間鉄道運輸記事 (第三号工部省雑録)

11年９月７日 編纂物
工部省罫紙
明治11年３月８日 井上勝鉄道局長から
伊藤工部卿に上申

4140.7-81

59 司法省 鹿児島逆徒一件書類 11年８月15日 原本
各種罫紙､ 電報用紙など
目録Ｃでは ｢借書｣

4140.7-57

60 司法省 長崎上等裁判所検事局書類 11年８月15日 原本
各種罫紙
目録Ｃでは ｢借書｣

4140.7-95

61 司法省 熊本裁判所書類 11年８月15日 編纂物
熊本裁判所および熊本裁判所大分支庁罫紙
目録Ｃでは ｢借書｣

4140.7-96

62 司法省 広島裁判所書類 11年８月15日
編纂物・
私記部分は
原本

広島裁判所罫紙および無銘罫紙
目録Ｃでは ｢借書｣

4140.7-102

63 司法省 大坂裁判所書類 11年８月15日 目録Ｃでは ｢借書｣ (未整理カ)

64 司法省 大阪上等裁判所検事局書類 11年８月15日 編纂物
大阪裁判所罫紙
目録Ｃでは ｢借書｣

4140.7-108

65 司法省 京都裁判所書類 11年８月15日
編纂物・
私記部分は
原本

京都裁判所罫紙､ 私記部分は無銘罫紙
目録Ｃでは ｢借書｣

4140.7-99

66 司法省 判事補山本守時私記 11年８月15日 原本カ
無銘罫紙
目録Ｃでは ｢借書｣

4140.7-103

67 宮内省 宮内省少書記官及侍従手控 (第一号宮内省雑録) 11年６月12日
編纂物､
一部原本カ

52は宮内省罫紙
53は無銘罫紙

4140.7-52､ 53

68 宮内省
宮内省上申鹿児島征討関係書類 (第二号宮内省
雑録)

11年６月19日 編纂物 宮内省罫紙 4140.7-51

69 鹿児島県 丁丑乱概 鹿児島県編輯 11年12月 写本
無地紙
｢明治十一年十二月岩村令ヨリ借写ス｣ と
あり

4140.7-6

70 熊本県 熊本県達書 11年６月４日 編纂物 熊本県罫紙 4140.7-92

71 熊本県 事変日誌 十年二月ヨリ九月ニ至ル 11年６月４日 編纂物 熊本県罫紙 4140.7-34

72 熊本県 籠城日誌 11年６月４日 編纂物 熊本県罫紙 4140.7-39

73 熊本県 区戸長并士民私記 (熊本県雑録) 11年６月４日 原本 無銘各種罫紙 4140.7-124

74 大分県 騒擾襍誌 編纂物
大分県罫紙
凡例あり

4140.7-41

75 大分県 府県鎮台往復 (第一号大分県雑録) 11年７月10日 編纂物 大分県罫紙 4140.7-35

76 大分県 各地往復 (第二号大分県雑録) 11年７月10日 編纂物 大分県罫紙 4140.7-35

77 大分県 諸向照会録 (第三号大分県雑録) 11年７月10日 編纂物 大分県罫紙 4140.7-35

78 大分県 諸向進牒 (第四号大分県雑録) 11年７月10日 編纂物 大分県罫紙 4140.7-35

79 大分県 諸達書録 (第五号大分県雑録) 11年７月10日 編纂物 大分県罫紙 4140.7-35

80 大分県 討薩戦記 写本
修史館罫紙
｢借書｣ に大分県本あり (4170-60に現存)

4140.7-3

81 大分県 三好退蔵探索書 写本
修史館罫紙
｢借書｣ に大分県本あり (4170-60に現存)

4140.7-61

82 長崎県 長崎電報録 (第一号長崎県記) 編纂物 長崎県罫紙 4140.7-66

83 長崎県 鹿児島暴動電信録 (第二号長崎県記) 編纂物 長崎県佐賀支庁罫紙 4140.7-67

84 長崎県 福岡暴動電信録 (第三号長崎県記) 編纂物 長崎県佐賀支庁罫紙 4140.7-68

85 長崎県 鹿児島県賊徒御征討関係書類 (第四号長崎県記) 編纂物 長崎県罫紙 4140.7-69

86 長崎県
鹿児島逆徒御征討ニ付引払タル同県元傭外国人
一件 (第五号長崎県記)

編纂物 長崎県罫紙 4140.7-70

87 長崎県 管外探偵日記 (第六号長崎県記) 編纂物 長崎県罫紙 4140.7-71

88 長崎県 出入船報告 (第七号長崎県記) 編纂物 長崎県罫紙 4140.7-72

89 長崎県 臨時裁判所往復 (第八号長崎県記) 編纂物 長崎県罫紙 4140.7-73

90 長崎県 管内取締日記 (第九号長崎県記) 編纂物 長崎県罫紙 4140.7-74

91 長崎県 各出張所往復 (第十号長崎県記) 編纂物 長崎県罫紙 4140.7-75

92 長崎県 各府県出張官員等往復 (第十一号長崎県記) 編纂物 長崎県罫紙 4140.7-76

©2011 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo)The University of Tokyo



( ) 明治太政官における歴史記述の模索 (松沢)63

番号 提出者 史 料 名 提出年月日 種別 備 考 現所蔵・請求記号

93 福岡県
明治十年鹿児島県士族暴挙之処務綴録 (福岡県
雑録)

編纂物
目録注記 ｢記録掛謄写ノ分｣
太政官罫紙
例言あり

4140.7-77

94 福岡県 明治十年福岡県騒擾記事 編纂物
目録注記 ｢記録掛謄写ノ分｣
太政官罫紙

4140.7-46

95 鹿児島県
鹿児島県人民ヨリ賊徒ヘ用立候金穀調 (鹿児島
県雑録)

編纂物

鹿児島県罫紙
明治11年12月29日鹿児島県大書記官渡辺
千秋より修史館監事三浦安宛上申 (太政
官罫紙)

4140.7-91

96 内閣記 島津久光建白 片岡健吉等建白 写本
修史館罫紙・原稿用紙
目録注記 ｢第一局ニ於テ謄写｣

4140.7-126､4140.7-129

97 薩摩叛乱記 渋谷啓蔵訳 翻訳稿本 太政官罫紙 4140.7-31

98 九州賊徒征討費決算報告 活版
活版
明治13年２月24日付太政官書記官より修
史館宛送り状あり

1053-41

99 陸軍将官勲功履歴 写本 無地紙 4140.7-131

100 太政官・元老院有功者履歴 写本 無地紙 4140.7-128

101 征討軍団記事 写本 太政官罫紙 4140.7-32

102 大蔵省・外務省有功者履歴 写本 修史館罫紙 4140.7-130

103 熊本戦闘日記・熊本鎮台戦闘日記 写本 修史館原稿用紙 4140.7-47､ 4140.7-37

104 陸海軍有功者履歴抜書 写本 修史館罫紙 4167-9

105 岡谷繁実聞書 原本
修史館原稿用紙
日日新聞抄録を懲役人質問と照合したもの

4140.7-115

106 桐陰仙話 原本カ 無地紙 4140.7-112

107 硝雲弾雨追記抄録 原本
熊本県平民木村弦雄手記
4140.7-26は写本

4140.7-25､ 26

108 懲役人質問 原本
修史館原稿用紙
岡谷繁実・木下真弘による市ヶ谷監獄に
おける質問記録

4140.7-105

109 島田直次郎西南出張筆記 原本カ 無地紙 4140.7-87

110 細川護久家従鬼塚通理書状 写本 修史館罫紙 4140.7-127

111 光永新吉覚書 写本
修史館罫紙
明治13年６月木下真弘による奥書あり

4140.7-19

112 佐々友房筆記 旧硝雲弾雨一斑 原本カ 無銘罫紙 4140.7-33

113 伝聞日誌 原本カ 無地紙 4140.7-123

114
(目録
未掲載)

中津暴動書類綴 原本
各種罫紙
長崎上等裁判所宛書類

4170.7-113

115
(目録
未掲載)

福岡暴動書類綴 原本
各種罫紙
長崎上等裁判所検事局書類

4170.7-114

116
(目録
未掲載)

高知県靖献社意見書 写本 修史館原稿用紙 4140.7-125

117
(目録
未掲載)

賊難ニ斃レシ者追賞人名録 写本 修史館原稿用紙 4140.7-132

118
(目録
未掲載)

西南騒擾記 写本
熊本県士 堀内古洞輯録
修史館原稿用紙
4140.7-22目録に記載あり

4140.7-40

119
(目録
未掲載)

騒擾襍報 編纂物
大分県罫紙
｢借書｣ に記載のものか

4140.7-42

120
(目録
未掲載)

鹿児島暴動一件日誌 編纂物 長崎上等裁判所罫紙 4140.7-44

121
(目録
未掲載)

京都行在所達書留 原本カ 太政官罫紙 4140.7-54

122
(目録
未掲載)

京都行在所布告留 原本カ 太政官罫紙 4140.7-55

123
(目録
未掲載)

戦地探偵書類 原本 長崎上等裁判所罫紙など 4140.7-59

124
(目録
未掲載)

熊本福岡山口国事犯口供 写本 修史館罫紙 4140.7-97

125
(目録
未掲載)

九州臨時裁判所国事犯宣告書 月日無之分 編纂物

九州臨時裁判残務取扱局罫紙
明治11年８月22日残務取扱局より太政官
庶務課､ ９月24日庶務課から修史館宛送り
状あり

4170.7-100

126
(目録
未掲載)

南関高瀬ニ於テ検事仮局日誌 編纂物 長崎上等裁判所罫紙 4170.7-106

127
(目録
未掲載)

長崎上等裁判所高瀬検事仮局往復書類 原本
各種罫紙､ 電報用紙等
4170.7-95と一連カ

4170.7-107

128
(目録
未掲載)

長崎上等裁判所検事局臨時電信録 原本
各種罫紙､ 電信用紙等
4170.7-95と一連カ

4170.7-109

129
(目録
未掲載)

長崎上等裁判所検事局探偵書類 原本
各種罫紙
4170.7-95と一連カ

4170.7-110

130
(目録
未掲載)

明治十年各裁判所往復綴 原本
各種罫紙
鹿児島県庁文書､ ただし後年移管カ

4140.7-144

出典： ｢西南事件記録目録｣ (4170.7-21)
注記：特に記載のない史料の現所蔵者は東京大学史料編纂所｡
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こ
れ
に
対
す
る
修
史
館
側
の
対
応
と
し
て
、
明
治
一
五
年
一
一
月
、
修
史
館
内
で

は
、
担
当
の
御
用
掛
岡
谷
繁
実
か
ら
次
の
よ
う
な
意
見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る

(

�)

。

征
西
史
料
採
集
之
義
、
当
春
以
来
中
止
相
成
居
候
義
は
、
是
迄
官
省
院
使
府
県

ヨ
リ
差
出
候
諸
書
類
并
ニ
諸
将
校
・
諸
新
聞
記
者
等
筆
記
留
書
、
報
道
通
知
之

類
ニ
至
ル
迄
本
館
江
有
之
候
分
ハ
細
大
不
漏
悉
皆
採
�
相
済
候
得
共
、
第
一
之

陸
軍
省
文
書
未
タ
差
出
シ
無
之
ニ
付
、
一
時
中
止
ニ
相
成
居
候
、
然
ル
処
過
日

来
山
県
参
軍
私
記
有
之
趣
伝
承
候
ニ
付
、
児
玉
氏
ニ
借
覧
之
義
周
旋
倚
頼
致
シ

候
処
、
早
速
承
諾
ニ
相
成
、
西
征
私
史
八
冊
貸
シ
呉
候
、
其
詞
ニ
曰
ク
、
間
違

有
之
所
ハ
直
シ
呉
候
様
ニ
ト
ノ
事
、
又
機
密
之
義
悉
皆
書
載
致
シ
置
候
ニ
付
他

見
ハ
見
合
ハ
セ
呉
候
様
ニ
ト
ノ
義
ニ
有
之
候
、
早
速
一
閲
致
シ
候
処
、
戦
争
闘

撃
ノ
事
ニ
至
リ
候
テ
ハ
是
迄
取
調
候
所
ニ
大
異
同
ハ
無
之
候
得
共
、
帷
幄
ノ
謀

議
ヨ
リ
諸
将
校
ノ
意
見
往
復
等
ニ
至
リ
テ
ハ
事
皆
機
密
ニ
渉
ル
ヲ
以
テ
傍
ヨ
リ

知
ル
能
ハ
サ
ル
モ
ノ
此
々
有
之
、
所
謂
征
西
始
末
ノ
精
神
ト
モ
可
申
モ
ノ
ニ
有

之
、
史
料
第
一
等
之
モ
ノ
ト
確
認
仕
候
、
且
此
借
書
ヲ
以
テ
直
チ
ニ
採
集
ノ
料

ニ
相
供
シ
候
ト
申
訳
ニ
ハ
不
相
成
候
ニ
付
、
何
卒
一
本
速
ニ
謄
写
致
シ
申
度
奉

存
候
、
正
誤
等
ノ
義
ハ
追
テ
官
ノ
余
暇
ヲ
以
テ
相
任
シ
可
申
歟
ト
相
考
候

明
治
一
五
年
の
段
階
で
陸
軍
省
の
書
類
提
出
が
な
い
た
め
編
纂
が
中
断
し
て
し
ま
っ

て
い
る
こ
と
、
山
県
有
朋
の
私
的
記
録
で
あ
る

｢

西
征
私
史｣

を
謄
写
す
る
こ
と
を

計
画
し
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

西
征
私
史｣

は
実
際
に
謄
写
さ
れ
て
い
る
が

(

�)

、
明
治

一
三
年
〜
一
七
年
に
か
け
て
成
稿
し
た
と
思
わ
れ
る
現
存
の

｢

征
西
始
末｣

最
終
稿

本
に
は
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。

(

２)

秘
閣
蔵
本
・
板
本
買
入

表
４
・
表
５

｢

秘
閣｣

(

当
時
修
史
館
の
管
轄
下
に
あ
っ
た
紅
葉
山
文
庫)

お
よ
び
修
史
館
で
所

蔵
し
て
い
た
刊
本
類
で
あ
る
。
数
は
多
く
な
い
が
、
当
時
出
版
さ
れ
て
い
た
実
録
物

の
類
お
よ
び
公
刊
戦
記
の
類
も
収
集
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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表３ ｢府県進達懲役人筆記｣

史 料 名 請求記号

賊徒懲役人筆記 青森県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 茨城県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 石川県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 新潟県 4240-4

賊徒懲役人筆記 群馬県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 秋田県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 広島県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記并口述書取 山梨県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 和歌山県 (不明)

賊徒懲役人筆記 神奈川県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 栃木県 4140.7-111

戦場実録 岩手県 4140.7-12

挙兵始末明細書 堺県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 宮城県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 熊本県 4140.7-111

国事犯戦地履歴 埼玉県 4140.7-111

戦地事情 千葉県 4140.7-111

西氛事原録 岩手県 4170.7-122

賊徒懲役人筆記 福島県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 岡山県 4140.7-111

賊徒懲役人筆記 東京府 4140.7-143

出典：表２に同じ

表４ ｢秘閣蔵本｣

書 名 注 記 請求記号

鹿児島県賊徒戦死姓名録 加悦喜多八編輯 活版 1043-550

南洲詩文 村瀬之直編輯 不明

西征史藁 浅田耕編纂 1040.7-33

出典：表２に同じ

表５ ｢板本買上｣

書 名 注 記 請求記号

西南征討史略 青木輔清編纂 不明

近世四戦紀聞 橋爪貫一編輯 1040.7-60

遭難記実 日報社印刷 1040.7-61カ

従征日記 陸軍会計二等司契川口武定著 不明

西征史藁
浅田耕編纂
｢秘閣蔵本｣ と重複記載カ

1040.7-33

丁丑乱概 鹿児島県編輯 不明

改正増補西南征討史略 青木輔清編纂 1040.7-36

征討軍団記事 陸軍省文庫 1040.7-74

出典：表２に同じ
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(
３)

地
図
類

表
６

刊
行
地
図
お
よ
び
内
務
省
地
理
局
地
図
の
謄
写
図
で
あ
る
。
内
務
省
地
理
局
地
誌

課
の
地
誌
編
纂
事
業
は
修
史
部
局
と
の
離
合
を
繰
り
返
し
た
こ
と
も
あ
り
、
目
録
記

載
の
地
図
が
、
今
日
史
料
編
纂
所
に
伝
わ
る
地
図
群
の
い
ず
れ
に
相
当
す
る
の
か
を

確
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

(｢

内
務
省
引
継
地
図｣

中
に
同
類
図
が
あ
る
場
合
も
、

修
史
館
謄
写
図
で
は
な
く
そ
の
原
図
と
な
っ
た
地
誌
課
所
蔵
図
の
可
能
性
が
高
い)

。

地
誌
課
収
集
地
図
の
一
部
は
現
在
内
閣
文
庫
に
伝
来
す
る
と
い
う
指
摘
も

(

�)

あ
り
、
同

一
図
の
内
閣
文
庫
所
蔵
を
参
考
ま
で
に
掲
載
し
た
。

(

４)

借
書
・
雑
部

表
７

上
述
の
通
り
、｢

借
書｣

の
う
ち
大
分
県
分
に
つ
い
て
は
そ
の
後
移
管
替
え
に
な
っ

た
か
、
返
却
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
記
録
部
か
ら
借
用
し
て
い
る

｢

公
文

録｣

は
、
こ
の
目
録
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
が

｢
征
西
始
末｣

編
纂
に
用
い
ら
れ

た

｢

公
文
録｣

の
す
べ
て
で
は
な
く
、
目
録
の
作
成
さ
れ
た
明
治
一
三
年
中
の
あ
る

時
点
で
の
借
用
分
と
考
え
ら
れ
る
。｢

征
西
始
末｣

で
多
用
さ
れ
る

｢

行
在
所
公
文

録｣

な
ど
の
、
明
治
一
〇
年
分
の

｢

公
文
録｣

の
記
載
が
見
え
な
い
た
め
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は

｢

目
録
Ｂ｣

の
作
成
時
点
よ
り
前
に
借
用
さ
れ
、
謄
写
が
済
ん
で
い
た
も

の
で
あ
ろ
う
。｢

雑
部｣

に
関
し
て
は
性
格
・
伝
来
と
も
不
明
で
あ
る
。

(

５)

新
聞
類

表
８

｢

目
録
Ｂ｣

に
は

｢

新
聞
切
張
物｣

と
し
て
、
東
京
日
々
新
聞
、
郵
便
報
知
新
聞
、

朝
野
新
聞
、
東
京
曙
新
聞
、
兵
事
新
聞
の

｢

切
張｣

(

ス
ク
ラ
ッ
プ
・
ブ
ッ
ク)

が

記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は
伝
存
し
な
い
。
切
張
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
作
成

さ
れ
た
抄
録
写
本
の
み
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

な
お
、｢

征
西
始
末｣

編
纂
に
お
け
る
新
聞
記
事
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、｢

岡

谷
繁
実
聞
書

(

�)｣

と
題
さ
れ
た
編
纂
材
料
の
冒
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
次
の
一
文
が
参
考
と

な
ろ
う
。

( ) 明治太政官における歴史記述の模索 (松沢)65

表６ ｢地図｣

書 名 注 記 現所蔵・請求記号

熊本近傍図 修史館製 活版局印刷

同附刻 修史館製 活版局印刷

肥後日向大隈薩摩四州図 修史館製 活版局印刷 内閣文庫 (国立公文書館) ヨ291－0384Ｂカ

郵便線路之図 駅逓信寮板 内務省引継地図-0470カ

西海道全図 陸軍省板
内閣文庫 (国立公文書館) 177－0878ないし
0877カ

豊後竹田・岡城図 内務省地理局写 内務省引継地図-0295-(1)カ

豊後臼杵市坊図 内務省地理局写 内務省引継地図-0295-(2)カ

豊後佐伯市坊図 内務省地理局写 内務省引継地図-0295-(3)カ

戦地近傍絵図 十一年十一月十三日内務省ヨリ送致 内務省引継地図-0298

八代城下之図 十一年十一月熊本県ニテ謄写ノ上差出ス 内務省引継地図-0270-(1)

人吉城下之図 十一年十一月熊本県ニテ謄写ノ上差出ス 内務省引継地図-0270-(2)

日向全国図
十一年十二月租税局十等属四屋収蔵編図､ 右大蔵省
ヘ依頼シ謝金ヲ同省ヘ回ス

熊本市街図 原本地理局地誌課蔵 十三年十一月本館ニテ謄写 内務省引継地図-0326カ

鹿児島市街図 原本地理局地誌課蔵 十三年十一月本館ニテ謄写 内務省引継地図-0327カ

肥後人吉城図 原本相良頼紹蔵 十三年十一月本館ニテ模写 内務省引継地図-0360

鹿児島県全図 十四年九月図書掛ヨリ相回ル

出典：表２に同じ
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表７ ｢借書｣ ｢雑部｣

分類 借用先 史 料 名 借用年月日 返却年月日 現所蔵・請求記号

借書

大分県 騒擾雑 (襍) 報 11年３月 4140.7-42

大分県 騒擾雑 (襍) 報 11年７月10日 4140.7-42

大分県 討薩戦記并探索書 11年７月10日 4170-60

記録部 十一年公文録 司法省之部 附録 12年10月 返却 国立公文書館現蔵

記録部 十一年公文録局ノ部 五月六月 12年10月28日 11月12日 国立公文書館現蔵

記録部 十一年太政類典草稿 兵制 治罪 12年10月28日 11月12日 国立公文書館現蔵

記録部
十一年公文録 陸軍省ノ部十月ノ上 近衛暴
挙ノ件

12年10月28日 11月12日 国立公文書館現蔵

賞勲局 陸海軍有功者履歴 11月17日 返却 ｢諸庁上申書｣ に写本あり

賞勲局 陸海軍有功者履歴 13年１月19日 返却 ｢諸庁上申書｣ に写本あり

地図 借用
ノ分

地理局 熊本市街図 11年６月 13年11月 内務省引継地図-0326カ

地理局 鹿児島市街図 11年６月 13年11月 内務省引継地図-0327カ

相良頼紹 肥後人吉城図 11年10月９日 返却 内務省引継地図-0360

雑部

木戸孝允建白書 目録注記 ｢一局ヨリ回ル｣

島田一郎建白書 目録注記 ｢一局ヨリ回ル｣

島田一郎外一名建白書 目録注記 ｢一局ヨリ回ル｣

島田一郎等斬奸状 目録注記 ｢一局ヨリ回ル｣

大屋祐義建白書 目録注記 ｢一局ヨリ回ル｣

出典：表２に同じ

表８ ｢新聞切張物｣

史 料 名 備 考 請求記号

東京日日新聞雑報

報知新聞雑報

朝野新聞雑報

朝野新聞西報

東京曙新聞

東京曙新聞雑報

東京曙新聞戦地実報

兵事新聞

兵事新聞戦地郵報

朝野新聞戦地郵報

報知社戦地直報 (京阪別報 従軍雑話 籠城日記抜萃 戦報附論)

将校履歴 (新聞抜萃)

戦報採録 (福地源一郎 附京信採録)

戦報採録 (南波正康)・戦報別録 (久保田貫一)

賊徒履歴

賊徒口供

日日新聞鈔 切張ニ非ス 歴史課・修史館罫紙 4140.7-135

報知新聞鈔 切張ニ非ス 修史館罫紙 4140.7-133

朝野新聞鈔 切張ニ非ス 修史館罫紙 4140.7-134

東京曙新聞鈔 切張ニ非ス 修史館罫紙 4140.7-14

出典：｢西南事件記録目録｣ (4140.7-22)
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岡
谷
繁
実
聞
書
ト
題
ス
ル
モ
ノ
ハ
日
々
新
聞
ノ
抄
録
ナ
リ
、
日
々
新
聞
ニ
テ
ハ

官
撰
ノ
引
書
ト
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
、
十
一
年
六
月
十
二
日
、
繁
実
市
ヶ
谷
監
獄

国
事
犯
木
原
胤
澄
・
敷
根
市
蔵
・
長
倉
�
三
人
ニ
推
問
シ
、
抄
録
ト
符
合
シ
タ

ル
モ
ノ
ヲ
採
リ
、
題
シ
テ
岡
谷
繁
実
聞
書
ト
云

す
な
わ
ち
、
材
料
と
し
て
収
集
は
す
る
が
、｢

官
撰｣

史
書
の
情
報
源
と
し
て
は

直
接
使
用
で
き
な
い
、
と
い
う
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
修
史
館
に
よ
る

｢

征
西
始
末｣

編
纂
材
料
の
収
集
の
あ
り

方
か
ら
は
、
そ
の
編
纂
事
業
が
直
近
の
事
件
を
対
象
と
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

直
近
に
発
生
し
た
出
来
事
に
つ
い
て
の
公
文
書
管
理
と
未
分
離
の
状
態
で
の
歴
史
編

纂
事
業
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
西
南
戦
争
記
録
の
編
修

事
業
自
体
が
、
書
記
官
局
、
そ
の
下
に
あ
る
太
政
官
記
録
部
と
、
修
史
館
と
の
間
で

担
当
の
揺
ら
ぎ
が
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
修
史
館
が
担
当
し
た
の
は
そ
れ
が

｢

明
治
史
中
一
要
部｣

で
あ
る
と
い
う
、
出
来
事
の
重
要
性
と
い
う
相
対
的
理
由
に

よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
当
時
の
用
語
で
言
え
ば

｢

記
録｣

の
領
域
と

｢

修
史｣

の
領
域

の
境
界
は
明
確
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
組
織
体
が
経
験
し
た
出
来
事
の
記
録
を
残
す
場
合
を
考
え
る
場
合
、
一
つ
に

は
記
録
史
料

(

ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ)

を
管
理
し
、
評
価
・
選
別
し
、
後
世
に
伝
え
る
と

い
う
方
法

(｢

ア
ー
カ
イ
ヴ
ァ
ル
な
方
法｣)

が
あ
り
、
一
方
に
、
み
ず
か
ら
そ
の
事

件
に
つ
い
て
の
歴
史
記
述

(

ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー)

を
作
成
す
る
と
い
う
方
法

(｢

ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
方
法｣)

と
が
、
二
つ
の
両
極
的
な
理
念
型
と
し

て
措
定
で
き
る
。

今
日
、
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
る
文
脈
に
お
い
て
は
、｢

ア
ー
カ

イ
ブ
ズ

(

史
料)

を
保
存
す
る
の
は
、
作
成
母
体
の
、
例
え
ば
行
政
、
企
業
な
ど
に

よ
る
目
的
追
求
活
動
、
あ
る
い
は
個
人
の
行
動
の
痕
跡
が
残
さ
れ
、
そ
の
存
在
証
明

を
な
し
、
あ
る
い
は
文
書
そ
の
も
の
が
記
念
や
思
い
出
と
な
り
、
さ
ら
に
歴
史
編
纂

や
諸
研
究
な
ど
の
二
次
的
使
用
に
幅
広
く
活
用
で
き
る
か
ら｣

で
あ
っ
て
、｢

活
動
・

行
動
の
累
積
的
痕
跡
を
保
護
す
る
こ
と
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

(

史
料)

と
し
て
の
文

書
・
記
録
を
保
存
す
る
最
も
基
本
的
な
意
義

(

�)｣

で
あ
る
、
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
ア
ー

カ
イ
ヴ
ズ
の
一
次
性
と
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ー
の
二
次
性
が
今
日
に
お
け
る
常
識

的
理
解
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
、｢

征
西
始
末｣

の
編
纂
事
業
に
お
い

て
は
、｢

ア
ー
カ
イ
ヴ
ァ
ル
な
方
法｣

と

｢

ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
方
法｣

と
が
未
分
離
な
状
態
で
、
歴
史
記
述
が
、
記
録
史
料
の
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
を
切
断
し

て
先
行
す
る
よ
う
な
事
態
が
発
生
し
て
い
た
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
部

の
公
文
書
原
本
が

｢

借
用｣

な
の
か

｢

上
申｣

な
の
か
不
分
明
な
状
態
に
置
か
れ
た

こ
と
は
そ
の
帰
結
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
ー
カ
イ
ヴ
ァ
ル
な
方
法
が
同
時
代
に
存
在
し
な
か
っ
た
わ
け
で
は

な
く
、
太
政
官
記
録
部
局
に
よ
る

｢

公
文
録｣

の
編
纂
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
記
録
管

理
そ
れ
自
体
は
、
修
史
事
業
と
並
行
し
て
存
在
し
て
い
た
。
し
か
し
、
両
者
の
境
界

は
明
確
で
は
な
か
っ
た
し
、
西
南
戦
争
の
よ
う
な
大
事
件
に
お
い
て
は
部
分
的
に
せ

よ
ヒ
ス
ト
リ
オ
グ
ラ
フ
ィ
カ
ル
な
方
法
が
ア
ー
カ
イ
ヴ
ァ
ル
な
方
法
を
従
属
さ
せ
る

こ
と
、
つ
ま
り

｢

修
史｣

が

｢

記
録｣

を
従
属
さ
せ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な

｢

記
録｣

の

｢

修
史｣

へ
の
従
属
と
い
う
条
件
の
下
で
は
、
政
府
内

で
複
数
の
歴
史
記
述
構
想
が
競
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ア
ー
カ
イ
ヴ
ズ
の
争
奪
が
発

生
す
る
。
陸
軍
と
修
史
館
の
編
纂
材
料
を
め
ぐ
る
対
抗
関
係
も
こ
う
し
た
条
件
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

二

編
纂
方
針
と
諸
稿
本

｢
征
西
始
末｣

は
、
最
終
的
に
は
未
完
に
終
わ
り
、
現
在
残
さ
れ
て
い
る
稿
本
の

う
ち
、
も
っ
と
も
完
成
に
近
い
状
態
の
も
の
は
、
修
史
館
内
の
担
当
部
署
で
あ
る
三

局
甲
科
か
ら
提
出
さ
れ
、
総
裁
三
条
実
美
に
回
覧
さ
れ
た
も
の
の
、
太
政
官
内
閣
へ

の
上
申
に
は
至
ら
な
か
っ
た
段
階
の
全
八
冊
か
ら
な
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
こ
れ
を

｢

最
終
稿
本

(

�)｣

と
呼
ぶ
。
編
纂
の
時
期
は
、
修
史
館
か
ら
太
政
官
内
閣
に
年
二
回
上

( ) 明治太政官における歴史記述の模索 (松沢)67
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申
さ
れ
る

｢

考
課
表

(

�)｣

お
よ
び

｢

最
終
稿
本｣

の
一
部
に
添
付
さ
れ
て
い
る
書
類
か

ら
、
明
治
一
二
年
の
下
半
期
に

｢

征
西
史
料｣

お
よ
び

｢

征
西
史
料
別
録｣

が
完
成
、

明
治
一
三
年
七
月
に

｢

最
終
稿
本｣

の
第
一
冊
が
完
成
、
同
年
下
半
期
中
に
第
二
・

第
三
冊
が
完
成
、
明
治
一
四
年
に
第
四
冊
、
明
治
一
五
年
に
第
五
冊
、
明
治
一
七
年

に
第
六
冊
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
最
終
稿
本
が
第
八
冊
目
ま
で
完
成
し

た
年
月
は
不
明
で
あ
る
が
、
明
治
一
九
年
下
半
期
に
は

｢

征
西
始
末｣

の

｢

補
正｣

(｢

最
終
稿
本｣

全
体
に
行
わ
れ
て
い
る
朱
に
よ
る
修
正
に
相
当
す
る
と
思
わ
れ
る)

お
こ
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が

｢
考
課
表｣

に
記
載
さ
れ
て
い
る
た
め
、
一
七
〜
一
八

年
が

｢

最
終
稿
本｣

全
体
の
成
立
年
代
と
推
定
さ
れ
る
。

｢

最
終
稿
本｣

の
成
立
に
至
る
ま
で
に
は
、
二
回
に
わ
た
る
編
纂
方
針
の
立
案
と
、

複
数
の
稿
本
の
作
成
が
行
わ
れ
て
い
る
。
以
下
本
節
で
は
、
こ
の
過
程
を
検
討
す
る
。

１

第
一
次
編
纂
方
針
と
第
二
次
編
纂
方
針

最
初
に
提
起
さ
れ
た
編
纂
方
針
は
、
明
治
一
一
年
三
月
二
二
日
、
修
史
館
が
内
閣

に
上
申
し
た
編
纂
例
則
で
あ
る

(

�)

。
上
申
書
は
、
同
書
は

｢
紀
事
始
末
ノ
体｣

を
な
す

も
の
と
し
、｢

廟
議
機
密
ノ
儀
等
隠
忌
ナ
ク
詳
細
ニ
記
載
、
是
ヲ
政
府
ノ
実
録
ト
シ
、

其
内
秘
密
ス
ヘ
キ
ノ
事
条
取
捨
ノ
儀
ハ
、
編
成
上
申
ノ
節
条
々
附
箋
ヲ
以
テ
相
伺
御

決
裁
ヲ
経
候
上
、
世
間
ヘ
刊
行
ス
ヘ
キ
一
部
ノ
始
末
ハ
更
ニ
刪
定
致
候｣
と
述
べ
て

い
る
。
つ
ま
り
、｢

征
西
始
末｣

は

｢

紀
事
始
末｣

＝
紀
事
本
末
体
の
歴
史
書
で
あ

り
、
ま
ず
は
政
府
内
文
書
に
基
づ
き
す
べ
て
の
事
実
を
記
録
し
た
書
物
を
作
成
し
た

後
、
公
刊
す
る
の
に
不
適
切
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
内
閣
の
判
断
を
仰

ぎ
、
削
除
の
上
出
版
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
上
申
書
に
添
付
さ
れ
た

｢

例

則｣

に
よ
れ
ば
、
明
治
一
〇
年
二
月
一
五
日
の
西
郷
挙
兵
か
ら
、
一
〇
月
一
〇
日
の

征
討
総
督
凱
旋
ま
で
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
し
、｢

叙
事
ノ
体
事
ヲ
以
テ
日
ニ
繋
ケ

日
ヲ
以
テ
月
ニ
繋
ケ
、
旁
引
博
捜
務
テ
其
情
勢
ヲ
審
ニ
ス
ル
ヲ
要
ス｣

と
さ
れ
て
い

る
。
構
成
に
つ
い
て
は
、
第
一

｢

九
州
略
図｣

、
第
二

｢

熊
本
県
図

附
城
池
市
街

ノ
図
及
士
族
戸
口
ノ
概
略｣

、
第
三

｢

鹿
児
島
県
図

附
城
池
市
街
ノ
図
及
外
城
ノ

布
置
士
族
戸
口
ノ
概
略｣

と
地
図
類
を
冒
頭
に
配
し
た
後
、
第
四
に

｢

紀
事｣

と
し

て
廟
謨
・
布
告
布
達
・
官
員
派
遣
及
任
免
・
地
方
警
察
・
壮
兵
巡
査
ノ
募
集
・
乱
源
・

各
地
戦
状

(

附
要
地
地
図)

・
諸
県
士
族
ノ
附
和
及
立
志
社
情
状
・
恩
賜
及
華
士
族

已
下
ノ
贈
遺
・
臨
時
病
院

(

附
博
愛
社)

・
鹿
児
島
県
雇
外
国
人
解
放
始
末
・
外
国

奸
商
取
締
の
各
項
目
が
叙
さ
れ
、
第
五
が
兵
数
、
死
傷
者
な
ど
の
諸
表
で
あ
り
、
最

後
に

｢

附｣

と
し
て
賊
徒
兵
数
及
金
穀
器
械
・
賊
徒
死
傷
、｢

別
録｣

と
し
て
賞
勲

賞
牌
名
簿
、
死
傷
名
簿
、
罪
犯
名
簿
が
続
く
。
上
申
書
は

｢

紀
事
始
末
ノ
体｣

と
述

べ
、
例
則
は

｢

事
ヲ
以
テ
日
ニ
繋
ケ
日
ヲ
以
テ
月
ニ
繋
ケ｣

と
編
年
的
な
編
成
を
示

唆
し
て
い
る
が
、
第
四

｢

紀
事｣

の
記
載
の
あ
り
方
か
ら
考
え
て
も
、｢

征
西
始
末｣

全
体
は
紀
事
本
末
的

(

つ
ま
り
テ
ー
マ
別)

の
編
成
を
行
い
、
各
テ
ー
マ
内
を
編
年

的
に
編
纂
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
明
治
一
三
年
七
月

｢

最
終
稿
本｣

第
一
巻
に
掲
載
さ
れ
た
例
言
は

(

�)
｢

本
篇

戦
紀
ノ
体
タ
リ
、
而
シ
テ
関
渉
尤
モ
博
ク
、
一
日
ノ
中
数
端
雑
出
ス
ル
モ
ノ
ア
リ
、

故
ニ
事
ヲ
以
テ
日
ニ
繋
ケ
、
日
ヲ
以
テ
月
ニ
繋
ケ
、
以
テ
一
篇
ノ
文
字
ト
為
シ
、
中

間
復
タ
事
項
ヲ
分
叙
セ
ス｣

と
述
べ
て
お
り
、
純
粋
な
編
年
体
を
用
い
る
と
述
べ
て

い
る
。
こ
の

｢

例
言｣

は
明
治
一
一
年
三
月
の

｢

例
則｣

と
は
全
く
文
章
の
異
な
る

も
の
で
あ
り
、｢

最
終
稿
本｣

の
成
立
に
際
し
て
は

｢

例
則｣

の
編
纂
方
針
は
廃
棄

さ
れ
、
新
た
な
編
纂
方
針
の
下
で
編
纂
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
。

２

諸
稿
本
の
検
討

以
上
の
編
纂
方
針
の
転
換
の
経
緯
を
検
討
す
る
た
め
、
次
に
、
現
在
史
料
編
纂
所

に
所
蔵
さ
れ
て
い
る

｢

征
西
始
末｣

稿
本
類
を
分
析
す
る
。

前
節
で
触
れ
た
目
録
の
う
ち

｢

目
録
Ｂ｣

に
は
、
当
該
目
録
作
成
時
点
で
修
史
館

に
存
在
し
て
い
た

｢

征
西
始
末｣

稿
本
も
登
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
以
下
の
七
種

で
あ
る
。
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①
征
西
史
料
摘
要

一
冊

②
征
西
史
料

補
正

第
一
ヨ
リ
十
二
迄

二
十
冊

③
征
西
史
料

別
録

十
五
冊

④
征
西
始
末

第
一
稿

十
三
冊

⑤
同

三
十
一
冊

⑥
征
西
史
料

二
十
冊

⑦
征
西
始
末

原
稿
草
稿

三
括

す
な
わ
ち
、｢

征
西
始
末｣
の
稿
本
が
三
種
、｢

征
西
史
料｣

と
同

｢

補
正｣

、
同

｢

摘
要｣

、
同

｢

別
録｣

と
い
う
構
成
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
お
お
よ
そ
現
在
ま
で
伝
来

す
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
、
以
下
、
成
稿
が
早
い
と
思
わ
れ
る
順
に
こ
れ
ら
を

検
討
し
て
み
よ
う(

稿
本
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
筆
者
が
仮
に
付
し
た
も
の
で
あ
る)

。

(

１)

稿
本
Ａ

(

�)

三
一
冊
か
ら
な
り
、
目
録
記
載
⑤
に
相
当
す
る
。
用
紙
は
修
史
館
原
稿
用
紙
。
明

治
元
年
三
月
宗
対
馬
守
に
朝
鮮
へ
の
新
政
府
成
立
通
知
を
命
じ
た
命
令
を
起
点
と
し
、

明
治
一
一
年
一
月
二
九
日
の
戦
死
者
招
魂
社
合
祀
で
終
わ
る
。
当
該
稿
本
は
、
基
本

的
に
は
編
年
史
料
集
で
あ
り
、
日
付
ご
と
に
史
料
が

(

手
記
・
日
記
類
は
割
裂
し
て)

配
列
さ
れ
て
い
る
。
一
部
に
史
料
部
分
と
は
別
筆
で
、
そ
れ
ら
を
綱
文
化
し
た
も
の
、

つ
ま
り
史
料
を
元
に
編
年
的
な
事
実
命
題
を
作
成
し
た
も
の
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
当
該
稿
本
は
、
史
料
か
ら
綱
文
を
作
成
す
る
作
業
の
途
上
に
あ
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
綱
文
部
分
の
朱
字
訂
正
が
次
に
述
べ
る

｢

稿
本
Ｂ｣

と
一
致
し
て
い

る
個
所
が
あ
り
、
ま
た
綱
文
上
部
に
順
不
同
の
数
字
が
書
き
込
ま
れ
、
こ
の
数
字
の

順
番
に

｢

稿
本
Ｂ｣

の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
綱
文
が
作
成

さ
れ
て
い
な
い
部
分
に
関
し
て
も
、
引
用
史
料
に
朱
の
傍
点
が
付
さ
れ
て
お
り
、
こ

の
傍
点
の
あ
る
部
分
が
稿
本
Ｂ
の
記
述
に
採
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、｢

稿
本
Ｂ｣

は

｢

稿
本
Ａ｣

を
も
と
に
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

２)

稿
本
Ｂ

(

�)

一
三
冊
か
ら
な
り
、
表
紙
に

｢

第
一
稿｣

と
い
う
記
載
が
あ
る
。
目
録
記
載
④
に

相
当
す
る
。
用
紙
は
修
史
館
原
稿
用
紙
。
二
月
一
五
日
の
西
郷
挙
兵
か
ら
起
筆
す
る

が
、
同
日
条
に
挙
兵
に
い
た
る
経
緯
が
遡
っ
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
明
治
一
一
年
一

一
月
三
〇
日
の
戦
死
者
埋
葬
地
管
理
の
記
事
に
終
わ
る
。
加
筆
訂
正
の
個
所
が
お
び

た
だ
し
い
。
所
々
に
引
用
史
料
が
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
地
の
文
で
記
さ
れ
た
歴

史
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
記
述
に
連
続
性
は
な
く
、
綱
文
集
と
い
っ
た
趣

き
で
あ
る
。
一
旦
史
料
全
文
を
書
き
写
し
た
後
、
そ
れ
に
主
語
や
動
詞
を
整
え
る
こ

と
に
よ
っ
て
地
の
文
に
直
し
て
い
る
個
所
も
散
見
さ
れ
る
。
前
述
の
通
り
、｢

稿
本

Ａ｣

の
史
料
と
記
述
を
も
と
に
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(

３)
｢

征
西
史
料

(

�)｣

本
編
二
〇
巻
と
別
録
一
五
冊
か
ら
な
り
、
別
録
は
口
供
と
罪
犯
人
名
簿
で
あ
る
。

目
録
記
載
⑥
③
に
相
当
す
る
。
用
紙
は
修
史
館
罫
紙
。
冒
頭
に
次
の
よ
う
な
例
言
が

あ
る
。一

曩
ニ
征
西
始
末
編
纂
ノ
命
ア
リ
、
而
シ
テ
陸
海
軍
省
未
タ
成
書
ヲ
上
ラ
ス
、

故
ヲ
以
テ
行
在
所
公
文
録
、
征
討
参
軍
報
告
、
営
中
日
誌
等
ニ
憑
拠
シ
、
雑

ユ
ル
ニ
各
県
ノ
上
申
書
及
ヒ
諸
種
ノ
私
記
類
ヲ
以
テ
シ
、
旁
引
博
釆
、
細
大

遺
ス
ナ
ク
、
以
テ
本
書
編
纂
ノ
料
ニ
資
ス
、
仮
リ
ニ
名
テ
征
西
史
料
ト
云
フ

一
此
編
明
治
十
年
二
月
西
郷
隆
盛
兵
ヲ
挙
ケ
反
ス
ル
ニ
起
リ
、
十
月
六
師
凱
旋

ニ
終
ル
、
而
シ
テ
其
乱
源
ノ
如
キ
ハ
開
端
ニ
追
叙
シ
、
勲
功
ヲ
賞
シ
罪
犯
ヲ

処
ス
ル
等
ハ
其
後
ニ
輯
録
ス
、
行
文
ハ
一
ニ
原
書
ニ
従
ヒ
、
事
ヲ
以
テ
日
ニ

繋
ケ
、
或
ハ
彼
此
錯
綜
シ
、
或
ハ
断
章
接
続
シ
、
以
テ
始
末
ヲ
完
フ
ス
、
其

語
気
ノ
明
鬯
ヲ
欠
キ
、
事
実
ノ
重
複
ニ
渉
ル
者
、
間
々
開
刪
ヲ
加
フ
、
蓋
シ

十
ノ
一
二
ニ
過
サ
ル
ノ
ミ

一
文
移
奏
疏
ノ
類
、
其
事
ノ
大
ナ
ル
者
ハ
全
文
ヲ
載
セ
、
小
ナ
ル
者
ハ
節
録
ス
、

要
簡
約
ニ
従
フ
ニ
ア
リ
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二
月
一
五
日
の
西
郷
挙
兵
か
ら
明
治
一
一
年
一
一
月
三
〇
日
の
戦
死
者
埋
葬
地
管

理
の
記
事
ま
で
を
カ
バ
ー
す
る
。
押
紙
修
正
が
多
い
が
、
全
体
と
し
て
は
清
書
本
で

あ
る
。｢
稿
本
Ｂ｣

に
お
け
る
修
正
に
一
致
す
る
個
所
が
あ
り
、
ま
た
、
一
旦

｢

稿

本
Ｂ｣

の
文
章
を
転
写
し
て
、
そ
れ
を
押
紙
修
正
し
て
い
る
個
所
が
あ
る
。｢

稿
本

Ｂ｣

よ
り
引
用
史
料
が
多
い
が
、｢

稿
本
Ｂ｣

の
次
段
階
の
清
書
本
と
思
わ
れ
る
。

各
巻
に
奥
書
が
あ
り
、｢
一
等
編
修
官

巌
谷
修

御
用
掛

岡
谷
繁
実

一
級

写
字

伊
藤
安
廉｣

と
担
当
者
の
名
前
が
記
さ
れ
る
。
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
奥
書

部
分
に
は

｢

征
西
始
末
稿
本｣
と
記
さ
れ
た
上
に
、
押
紙
で

｢

征
西
史
料｣

と
訂
正

が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
、
こ
の
稿
本
が
本
来
は

｢

征
西
史
料｣

で
は
な
く

｢

征
西

始
末｣

で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。

以
上
の
事
実
を
総
合
す
る
に
、｢

征
西
史
料｣
は
、｢

稿
本
Ａ｣

↓

｢

稿
本
Ｂ｣

と

積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
作
業
の
延
長
線
上
に
あ
り
、
当
初
は

｢

征
西
始
末｣

の
、
相

当
程
度
完
成
稿
に
近
い
稿
本
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る

(

奥
書
が
あ

る
こ
と
が
そ
れ
を
示
す)

。
し
か
し
、
そ
の
成
立
後
に
冒
頭
に

｢

例
言｣

が
付
さ
れ

て

｢

史
料｣

へ
格
下
げ
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
格
下
げ
の
理
由
は
、

｢

例
言｣

が
自
ら
述
べ
る
よ
う
に
陸
海
軍
史
料
の
未
提
出
と
い
う
事
情
も
あ
ろ
う
が
、

編
纂
方
針
の
転
換
も
影
響
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
点
は

後
述
す
る
。

(

４)
｢

征
西
史
料｣

補
正

(

�)

全
二
〇
巻
。
目
録
記
載
②
に
相
当
す
る
。
用
紙
は
修
史
館
罫
紙
、
一
部
修
史
館
原

稿
用
紙
で
あ
る
。
西
郷
挙
兵
の
背
景
を
記
し
た

｢

発
端｣

か
ら
、
明
治
一
二
年
一
二

月
二
五
日
の
征
討
費
決
算
報
告
書
の
提
出
ま
で
を
記
述
す
る
。｢

例
言｣

が
あ
り
、

文
章
は
異
な
る
が
趣
旨
は

｢

征
西
史
料｣

と
同
一
で
あ
る
。
本
文
成
稿
後
に
、
あ
ら

た
に
収
集
し
た
と
思
わ
れ
る
材
料

(｢

西
征
私
史｣

｢

熊
本
鎮
台
戦
闘
日
記｣

｢

第
二

旅
団
戦
闘
記｣

な
ど)

の
抜
き
書
き
が
添
付
さ
れ
て
い
る
。

タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て

｢

征
西
史
料｣

に
続
く
稿
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、

｢

征
西
史
料｣

の
修
正
と
当
該
稿
本
本
文
が
一
致
し
な
い
。
当
該
稿
本
の
修
正
部
分

も
後
続
稿
本
と
一
致
し
な
い
。
前
後
関
係
が
不
明
で
、
作
成
経
緯
・
目
的
が
は
っ
き

り
し
な
い
稿
本
で
あ
る
。

当
時
第
二
局
甲
科
所
属
の
三
等
編
修
官
で
あ
っ
た
依
田
百
川

(

学
海)

の
日
記
に

は
、
明
治
一
四
年
七
月
九
日
条
に
、
修
史
館
が
同
年
上
半
期
に
お
こ
な
っ
た
業
務
の

一
つ
と
し
て

｢

第
三
局
に
て
征
西
史
料
廿
巻
成
る

(

�)｣

と
い
う
記
載
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

成
立
年
代
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、｢

最
終
稿
本｣

第
一
冊
の
完
成

(

明
治
一
三
年

七
月)

以
降
も
こ
の

｢

征
西
史
料

補
正｣

を
編
纂
す
る
作
業
が
並
行
し
て
行
わ
れ

て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
追
補
部
分
に

｢

西
征
私
史｣

が
含
ま
れ
る
が
、
前
節
で

述
べ
た
と
お
り
、
同
書
を
修
史
館
が
謄
写
す
る
の
は
明
治
一
五
年
一
一
月
以
降
の
こ

と
な
の
で
、
少
な
く
と
も
こ
の
追
補
作
業
は
そ
れ
以
降
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

全
体
と
し
て
は
地
の
文
に
引
用
史
料
を
交
え
る
点
で

｢

征
西
史
料｣

と
同
一
で
あ

る
が
、
記
述
は
冗
長
で
、
風
説
や
俗
謡
の
よ
う
な
雑
多
な
記
事
も
漏
ら
さ
ず
拾
っ
て

い
る
。
例
言
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
段
階
で
把
握
し
て
い
る
事
実
を
包
括

的
に
ま
と
め
る
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

(

５)

稿
本
Ｃ

(

�)

、
稿
本
Ｄ

(

�)

｢

稿
本
Ｃ｣

は
第
一
冊

(｢

発
端｣

と
第
五
冊

(

六
月
一
日
か
ら
七
月
二
七
日
ま
で)

の
二
冊
が
架
蔵
さ
れ
て
い
る

(

�)

。｢

稿
本
Ｄ｣

は
第
一
冊
か
ら
第
六
冊
ま
で
で
あ
る
。

用
紙
は
修
史
館
原
稿
用
紙
。
い
ず
れ
に
も
例
言
が
あ
り
、
加
筆
訂
正
が
あ
る
が
、

｢
最
終
稿
本｣

例
言
の
原
型
と
な
っ
て
い
る
。｢

稿
本
Ｃ｣

以
降
が
第
二
次
編
纂
方
針

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。｢

稿
本
Ｃ｣

の
修
正
は

｢

稿
本
Ｄ｣

本
文

に
一
致
し
、｢

稿
本
Ｄ｣

の
修
正
は
最
終
稿
本
本
文
に
一
致
す
る
。｢

稿
本
Ｄ｣

第
二

巻
表
紙
に

｢
第
一
巻
ハ
総
裁
公
御
閲
覧
ニ
相
成
候
間
、
保
存
内
ニ
加
入
了｣

と
い
う

書
き
込
み
が
あ
り
、｢

稿
本
Ｄ｣

の
作
成
と
最
終
稿
本
の
作
成
は
順
次
並
行
し
て
行

わ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
、｢

目
録
Ｂ｣

⑦
の

｢

三
括｣

の
稿
本
と

は
、
こ
の
編
纂
途
上
の

｢
稿
本
Ｃ｣

｢

稿
本
Ｄ｣

｢

最
終
稿
本｣

を
指
す
。
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本
文
修
正
お
よ
び
付
箋
に
よ
る
意
見
の
添
付
が
お
び
た
だ
し
い
。
付
箋
の
大
部
分

は
文
章
表
現
や
記
述
の
順
序
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
こ
の
段
階
で
記

述
の
ス
タ
イ
ル
が
作
業
の
焦
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
そ
し
て
、｢

稿
本
Ｄ｣

の
付
箋
に
は

｢
川
田｣

｢

重
野｣

｢

久
米｣

等
の
印
が
押
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
り
、

こ
れ
ま
で
の
第
三
局
甲
科
の
一
等
編
修
官
巌
谷
修
だ
け
で
は
な
く
、
第
二
局
に
属
す

る
川
田
剛
・
重
野
安
繹
・
久
米
邦
武
ら
の
編
修
官
が
作
業
に
参
画
し
て
い
る
。
つ
ま

り
当
該
稿
本
は
修
史
館
全
体
で
の
検
討
に
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

｢

稿
本
Ｄ｣

に
お
い
て
、
久
米
邦
武
は
、｢

県
吏
数
名
諸
文
簿
ヲ
護
シ
テ
新
町
山
鹿
郡

ニ

移
ラ
ン
ト
ス｣

と
い
う
文
章
に
対
し
て
、｢

県
吏
ト
ハ
前
ノ
属
吏
ナ
ラ
ン
、
此
ハ
上

ノ

｢

入
ル｣

ニ
接
シ

｢

移
ラ
ン
ト
ス｣
ヲ

｢
至
リ｣

ニ
改
ム｣

と
、
前
の
部
分
と
の

関
係
を
明
瞭
に
す
る
た
め
文
章
を
改
定
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る(

二
月
二
〇
日
条)

。

３

編
纂
方
針
と
稿
本
の
関
係

以
上
の
諸
稿
本
の
残
存
状
況
か
ら
、｢

征
西
始
末｣

最
終
稿
本
に
至
る
編
纂
方
針

と
編
纂
過
程
を
復
元
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
経
過
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。

ま
ず
、
明
治
一
一
年
三
月
、
第
一
次
編
纂
方
針
が
策
定
さ
れ
、
こ
れ
は
紀
事
本
末

体
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
最
初
に
着
手
さ
れ
た
作
業
は
、
史
料
を
編

年
配
列
し
、
そ
れ
か
ら
綱
文
＝
事
実
命
題
を
取
り
出
す
と
い
う
作
業
で
あ
っ
た

(｢

稿
本
Ａ｣)

。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
は
、
事
実
命
題
が
歴
史
記
述
の
単
位
で
あ
り
、

そ
れ
を
主
題
別
に
分
割
す
れ
ば
記
事
本
末
体
歴
史
書
が
作
成
さ
れ
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ

ル
に
配
列
す
れ
ば
編
年
体
歴
史
書
が
出
来
上
が
る
と
い
う
発
想
が
あ
っ
た
も
の
と
思

わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
紀
事
本
末
体
方
針
は
早
期
に
放
棄
さ
れ
、
綱
文
状
の
事
実
命
題
を

編
年
し
て
一
書
を
編
成
す
る
と
い
う
方
針
で
の
原
稿
作
成
が
進
め
ら
れ
る
。
こ
れ
が

｢

稿
本
Ｂ｣

お
よ
び

｢

征
西
史
料｣

で
あ
る
。｢

征
西
史
料｣

に
お
い
て
そ
れ
は
一
旦

完
成
に
近
い
段
階
ま
で
仕
上
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
が
編
纂
の
第
一
段
階
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
第
二
次
編
纂
方
針
が
提
起
さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
新
た
な
稿

本
の
作
成
が
行
わ
れ
、
編
纂
は
第
二
段
階
を
迎
え
る
。
こ
の
段
階
に
属
す
る
の
が

｢

稿
本
Ｃ｣
｢

稿
本
Ｄ｣

お
よ
び

｢

最
終
稿
本｣

で
あ
る
。
第
二
次
編
纂
方
針
は
第
一

段
階
に
お
い
て
既
に
な
さ
れ
て
い
た
編
年
体
へ
の
転
換
を
引
き
継
い
で
、
編
年
体
を

方
針
と
す
る
。
そ
し
て
、
第
一
段
階
の

｢

征
西
史
料｣

と
、
第
二
段
階
の
最
初
期
の

｢

稿
本
Ｃ｣

と
の
間
に
は
文
章
・
構
成
の
連
続
性
が
な
く
、
第
一
段
階
で
整
理
し
た

事
実
を
元
に
し
て
、
文
章
自
体
は
新
た
に
書
き
直
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
段
階
で
は
単
に
事
実
命
題
を
集
積
し
て
歴
史
記
述
を
作
る
の
で
は

な
く
、
記
述
の
文
章
そ
の
も
の
が
検
討
に
付
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
よ
う
な
記
述
の
模

索
が
担
当
部
署
を
超
え
て
修
史
館
全
体
の
課
題
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
修
史

館
メ
ン
バ
ー
の
関
心
の
焦
点
が
歴
史
記
述
の
あ
り
方
へ
と
向
か
っ
た
背
景
と
、
そ
の

結
果
生
み
出
さ
れ
た

｢

最
終
稿
本｣

の
特
質
に
つ
い
て
、
節
を
改
め
て
検
討
す
る
。

三

歴
史
記
述
を
め
ぐ
る
諸
構
想

１

末
松
謙
澄
の
提
案

今
日
史
料
編
纂
所
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
史
料
の
な
か
に

｢

鹿
児
島
兵
乱
始
末
編
纂

考
案｣

と
題
さ
れ
た
一
冊
が
あ
る

(

�)

。
こ
れ
は
す
で
に
安
岡
昭
男

(

�)

に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
明
治
一
二
年
五
月
、
在
ロ
ン
ド
ン
公
使
館
勤
務
の
末
松
謙

澄
が
、｢

征
西
始
末｣

の
冒
頭
部
に
関
し
て
、
記
載
す
べ
き
事
項
と
、
記
述
ス
タ
イ

ル
に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
を
記
し
て
修
史
館
に
送
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
末
松

は
明
治
一
一
年
二
月
に

｢

英
仏
歴
史
編
纂
方
法
研
究｣

を
修
史
館
か
ら
委
嘱
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
、
翌
明
治
一
二
年
に
ゼ
ル
フ
ィ
ー
著�

��
�������

	

�
��	��

に

結
実
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
が

(

	)

、
彼
は
並
行
し
て

｢

征
西
始
末｣

の
編
纂
に
つ
い
て
も
意
見
を
提
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

末
松
の
主
張
は
、｢
事
ヲ
記
シ
テ
而
シ
テ
其
由
テ
来
ル
所
以
ノ
源
因
ヲ
示
サ
ヽ
ル
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ハ
史
ニ
シ
テ
史
ニ
非
ラ
サ
ル
ナ
リ｣

と
、
歴
史
記
述
に
お
け
る
因
果
関
係
を
重
視
し
、

｢

時
日
ニ
ノ
ミ
拘
々
シ
テ
錯
乱
ス
ル
ニ
至
ラ
サ
ラ
シ
ム
ベ
シ｣

と
、
編
年
体
に
こ
だ

わ
る
べ
き
で
は
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
因
果
関
係
に
沿
っ
た
記
述
が

ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
記
述
に
優
先
す
べ
き
で
あ
る
と
末
松
は
言
う
。
そ
れ
は

｢

東
洋

史
乗｣

の
ス
タ
イ
ル
を
廃
し
、｢

西
洋
史
書｣

の
長
所
を
取
り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
主
張
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
末
松
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

東
洋
史
乗
亦
此
般
ノ
記
事
ナ
キ
ニ
非
ラ
ス
ト
雖
ト
モ
、
所
謂
簡
古
ト
云
フ
ヲ
以

テ
ス
ル
カ
故
ニ
、
文
章
ハ
気
力
ア
ル
ト
雖
ト
モ
、
布
置
ハ
波
瀾
ア
リ
ト
雖
ト
モ
、

而
モ
多
ク
ハ
字
句
ノ
虚
飾
ニ
富
テ
実
像
ノ
形
容
ニ
乏
シ
ク
、
往
々
人
ヲ
シ
テ
掻

痒
セ
シ
ム
ル
ヲ
免
レ
ス

末
松
は
彼
が
委
嘱
さ
れ
た

｢

英
仏
歴
史
編
纂
方
法
研
究｣

の
成
果
の
一
部
と
し
て
、

西
洋
史
書
の
長
所
を
取
り
入
れ
た

｢

征
西
始
末｣
編
纂
方
針
の
提
案
を
、
ロ
ン
ド
ン

か
ら
東
京
へ
送
付
し
た
わ
け
で
あ
る
。

具
体
的
な
末
松
の
編
纂
方
針
と
、｢

最
終
稿
本｣

と
を
比
較
し
て
み
る
と
、
大
き

な
一
致
点
は
、
冒
頭
に
九
州
お
よ
び
鹿
児
島
の
地
誌
、
旧
藩
時
代
の
鹿
児
島
の
制
度

と
士
族
の
気
風
に
つ
い
て
の
記
述
が
あ
る
点
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、｢
稿
本
Ｃ｣

す

な
わ
ち
第
二
段
階
の
編
纂
で
始
め
て
出
現
し
、
第
一
段
階
編
纂
に
は
な
か
っ
た
点
で

あ
る
。
第
一
段
階
か
ら
第
二
段
階
へ
の
転
換
に
、
末
松
意
見
が
影
響
を
与
え
て
い
る

こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、｢

最
終
稿
本｣

は
全
体
と
し
て
は
編
年
体
史
書
で

あ
り
、
末
松
の
言
う
編
年
体
の
全
面
的
放
棄
と
い
う
歴
史
記
述
の
刷
新
に
ま
で
は
踏

み
込
ん
で
い
な
い
。

２

重
野
安
繹
の
関
心
と

｢

薩
摩
叛
乱
記｣

末
松
が
こ
う
し
た
意
見
を
提
出
し
た
約
半
年
後
の
明
治
一
二
年
一
二
月
、
修
史
館

一
等
編
修
官
重
野
安
繹
は
東
京
学
士
会
院
に
お
い
て

｢

国
史
編
纂
の
方
法
を
論
ず｣

と
題
す
る
講
演
を
お
こ
な
い

(

�)

、
従
来
の
日
本
史
書
を
批
判
す
る
文
脈
の
な
か
で
、
新

た
な
歴
史
記
述
の
模
索
と
し
て

｢

征
西
始
末｣

に
触
れ
て
い
る
。

重
野
に
よ
れ
ば
、
古
代
日
本
の
六
国
史
は
中
国
式
の

｢

編
年
体｣

史
書
で
す
ら
な

い
。｢

真
の
編
年
に
非
ず
し
て
実
録
体
な
り
…
…

(

中
略)

…
…
た
ゞ
至
尊
の
動
作
、

諸
臣
の
進
退
を
記
す
る
ま
で
に
て
、
所
謂
起
居
注
日
歴
の
類
を
潤
色
す
る
に
過
ぎ
ず｣

、

つ
ま
り
単
な
る
事
実
の
羅
列
で
あ
る
と
し
て
こ
れ
を
批
判
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西

洋
の
歴
史
書
は

｢

蓋
其
体
年
月
を
逐
て
編
次
す
と
雖
も
、
事
の
本
末
は
必
其
下
に
統

記
し
、
文
中
要
旨
の
処
は
往
々
論
断
を
加
て
読
者
の
意
を
警
発
す
。
大
抵
編
年
に
記

事
本
末
を
兼
る
者
の
如
し
。
又
著
名
の
人
為
出
れ
ば
、
小
伝
を
附
載
す
る
は
紀
伝
体

を
も
帯
る
と
云
ふ
べ
し
。
偖
又
史
編
の
首
に
、
必
人
種
地
理
風
俗
等
を
載
せ
、
其
国

土
人
情
よ
り
叙
起
し
て
、
其
参
照
に
備
る
は
、
最
着
実
の
趣
向
と
称
す
べ
し｣

。
と

り
わ
け
、｢

モ
ン
セ
イ｣

の

｢

薩
摩
叛
乱
記｣

を
取
り
上
げ
、｢

本
邦
漢
土
の
唯
事
上

に
就
て
記
し
去
る
者
と
異
に
し
て
、
始
に
原
づ
き
終
を
要
し
、
顛
末
を
具
書
し
、
当

日
の
事
情
を
し
て
躍
々
紙
上
に
現
出
せ
し
む
。
其
体
裁
誠
に
採
る
べ
き
な
り｣

と
賞

賛
す
る
。

こ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
る

｢

薩
摩
叛
乱
記｣

と
は
、
元
駐
日
イ
ギ
リ
ス
公
使
館
員

の
マ
ウ
ン
ジ
ー
が
こ
の
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
し
た�

��
����	


�
�
������

(｢

薩
摩
の
反
乱｣)

の
こ
と
で
あ
り
、
同
書
訳
稿
本
が
修
史
館
蔵
書
中
に
存
在
し
た

こ
と
は
、
表
２
の
九
七
号
に
見
え
る

(

�)

。
こ
れ
も
沼
田
次
郎
が
推
測
し
て
い
る
通
り
、

お
そ
ら
く
ロ
ン
ド
ン
で
末
松
謙
澄
が
入
手
し
て
修
史
館
に
送
付
し
、
訳
稿
が
作
成
さ

れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る

(

�)

。

そ
し
て
重
野
は
現
在
修
史
館
で
編
纂
進
行
中
の

｢

征
西
始
末｣

に
つ
い
て
論
を
進

め
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

曩
に
征
西
始
末
の
官
命
あ
る
や
、
館
僚
商
議
し
て
其
編
輯
例
則
を
定
め
し
に
、

予
は
薩
摩
の
産
な
れ
ば
、
彼
地
の
情
勢
は
熟
知
の
事
に
て
、
西
郷
隆
盛
が
此
挙

に
及
び
し
は
、
陸
軍
大
将
の
官
銜
を
恃
む
に
非
ず
、
又
其
人
物
非
凡
に
し
て
国

家
に
大
勲
労
あ
る
を
恃
む
に
も
非
ず
、
其
主
と
し
て
恃
む
所
は
、
旧
薩
藩
一
百
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二
十
四
外
城
の
士
族
あ
り
て
、
西
郷
平
生
其
人
心
を
得
、
一
た
び
足
を
挙
れ
ば
、

数
万
の
勁
兵
景
従
の
勢
あ
り
。
其
此
勢
を
致
す
所
以
は
、
遠
く
は
維
新
以
前
に
、

外
城
士
を
し
て
城
下
士

(

鹿
児
島
居
住
士
族)

と
同
一
権
利
を
得
せ
し
め

(

マ
マ)

に
在

り
。
近
く
は
私
学
校
を
設
け
、
内
外
士
族
を
糾
合
せ
し
に
在
れ
ば
、
先
薩
藩
外

城
の
形
勢
、
士
族
の
原
質
よ
り
叙
起
せ
ざ
る
可
ら
ず
。
之
を
叙
す
る
に
は
、
藩

祖
開
国
の
初
に
も
遡
る
事
あ
る
べ
し
。
又
熊
本
守
城
を
叙
す
る
に
は
、
加
藤
清

正
築
城
の
初
、
四
方
み
な
強
藩
勁
敵
に
て
、
一
朝
事
あ
ら
ば
熊
本
は
四
戦
の
地

な
る
を
以
て
、
十
分
嬰
守
の
心
得
に
て
築
城
せ
し
は
、
即
今
日
の
用
を
な
せ
し

所
以
な
り
等
、
亦
其
始
に
遡
り
叙
し
去
る
べ
し
。
此
類
を
推
し
て
例
則
を
立
て

た
し
と
陳
ぜ
し
に
、
館
僚
も
同
意
し
て
上
議
に
及
び
、
着
手
の
央
に
前
条
に
述

べ
し
薩
摩
叛
乱
記
航
来
せ
り
。
因
て
彼
此
参
互
し
て
、
一
部
の
新
史
を
編
み
出

さ
ん
と
、
掛
人
員
黽
勉
従
事
せ
り
。

以
上
を
要
す
る
に
、
重
野
は
、
単
に
事
実
命
題
を
列
挙
す
る
だ
け
の
従
来
の
日
本

の
歴
史
書
の
方
法
を
排
し
、
西
洋
史
書
に
な
ら
っ
て
、
諸
事
実
の
因
果
関
係
・
相
互

関
係
を
表
現
し
た
歴
史
書
を
修
史
館
に
お
い
て
編
纂
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
の
際
、｢

征
西
始
末｣

の
編
纂
は
、
自
ら
が
薩
摩
出
身
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
、
マ
ウ
ン
ジ
ー
の

｢

薩
摩
叛
乱
記｣

の
影
響
と
に
よ
っ
て
、
そ
う
し

た
歴
史
記
述
の
実
験
と
し
て
選
択
さ
れ
た
こ
と
が
、
こ
の
講
演
か
ら
は
う
か
が
え
る

の
で
あ
る
。

前
節
で
の
検
討
に
こ
れ
を
あ
わ
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
末
松
お
よ
び
マ
ウ
ン
ジ
ー

の
影
響
を
受
け
た
重
野
の
構
想
は
、｢

征
西
始
末｣

の
編
纂
が
、
事
実
命
題
の
集
積

に
よ
っ
て
一
書
を
成
そ
う
と
す
る
第
一
段
階
か
ら
、
記
述
の
あ
り
方
に
工
夫
を
持
た

せ
よ
う
と
す
る
第
二
段
階
へ
の
跳
躍
を
経
て
行
わ
れ
た
こ
と
、
ま
た
そ
の
編
纂
が
、

第
一
段
階
で
は
直
接
の
担
当
部
署
で
あ
る
第
三
局
甲
科
内
で
進
め
ら
れ
た
の
に
対
し
、

第
二
段
階
で
は
重
野
を
含
む
修
史
館
全
体
の
作
業
と
な
っ
た
こ
と
を
、
説
明
す
る
も

の
と
思
わ
れ
る
。

む
す
び

で
は
、｢

最
終
稿
本｣

は
こ
う
し
た
重
野
の
構
想
を
十
分
に
実
現
し
た
も
の
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
か
。

確
か
に
、
冒
頭
部
分
に
は
九
州
・
薩
摩
の
地
理
的
・
歴
史
的
背
景
が
書
き
加
え
ら

れ
た
し
、
事
実
命
題
を
列
挙
す
る
よ
う
な
方
法
、
あ
る
い
は
事
実
命
題
に
そ
れ
を
裏

付
け
る
引
用
史
料
を
列
挙
す
る
よ
う
な
方
法

(

つ
ま
り
、｢

復
古
記｣

や

『

明
治
史

要』

が
採
用
し
た
方
法)

は
採
ら
れ
ず
、
全
体
を
地
の
文
に
よ
っ
て
記
述
す
る
方
法

が
採
用
さ
れ
た
。
叙
述
の
な
か
に
も
読
み
手
の
興
味
を
惹
く
よ
う
な
記
述
の
工
夫
は

見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
官
軍
に
よ
る
西
郷
の
死
体
発
見
の
部
分
な
ど
は
、
次
の
よ

う
な
感
傷
的
な
文
章
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
て
い
る
。

諸
将
未
タ
隆
盛
ノ
生
死
ヲ
詳
ニ
セ
ス
、
塁
ヲ
距
ル
十
余
歩
、
一
肥
大
ノ
屍
ヲ
見

ル
、
…
…

(

中
略)

…
…
其
右
腕
ニ
旧
刀
疵
ア
リ
、
以
テ
其
隆
盛
ナ
ル
ヲ
知
ル
、

而
シ
テ
頭
顱
ナ
シ
…
…

(

中
略)

…
…
沙
際
頭
髪
少
ク
露
ル
、
之
ヲ
発
ス
レ
ハ

果
シ
テ
隆
盛
ナ
リ
…
…

(

中
略)

…
…
山
県
有
朋
之
ヲ
見
、
愀
然
容
ヲ
改
メ
テ

曰
、
嗚
呼
終
ニ
此
ニ
至
ル
カ

し
か
し
、
そ
の
大
部
分
を
占
め
る
戦
記
部
分
に
つ
い
て
い
え
ば
、
先
学
の

｢

主
と

し
て
編
年
的
な
戦
争
の
記
述｣

と
い
う
指
摘
は
お
お
む
ね
妥
当
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る

を
得
な
い
だ
ろ
う
。
第
一
段
階
編
纂
の
、
事
実
命
題
の
集
積
に
よ
る
歴
史
書
の
編
纂

と
い
う
性
格
は
払
拭
さ
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
結
果
に
至
っ
た
背
景
に
は
、｢

征
西
始
末｣

が
、
直
近
の
過
去
を
扱
う

同
時
代
史
編
纂
物
で
あ
り
、
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
記
録
管
理
と
未
分
離
の
歴
史

編
纂
で
あ
っ
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
重
野
ら
が
直
面
し
た
の
は
膨

大
な
量
の
公
文
書
と
そ
れ
に
記
録
さ
れ
た
事
実
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
処
理

す
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ｢

綱
文
―
引
用
史
料｣

型
の
処
理
方
法
の
方
が
適
切
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
今
日
、
戊
辰
戦
争
を
研
究
す
る
た
め
に

『

復
古
記』

を
参
照
す
る
研
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究
者
は
存
在
し
え
て
も
、
西
南
戦
争
を
研
究
す
る
た
め
に

｢

征
西
始
末｣

に
依
拠
す

る
研
究
者
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
重
野
ら
修
史
館
指
導
部
は
、
こ
の
時
期
、｢

綱
文
―
引
用
史
料｣

型
の

歴
史
書
を
排
し
、
事
実
の
相
互
関
係
を
適
切
に
表
現
し
う
る
歴
史
記
述
、
い
わ
ば
叙

述
的

(narrative)
な
歴
史
記
述
を
模
索
し
て
い
た
こ
と
は
、
本
稿
の
検
討
に
よ
っ

て
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。｢

征
西
始
末｣

は
そ
の
実
験
場
と
し
て
選
ば
れ

た
が
、
結
局
は
そ
の
実
験
は
成
功
せ
ず
、
稿
本
の
ま
ま
作
業
は
放
棄
さ
れ
た
の
で
あ

る
。そ

し
て
、
明
治
一
四
年
、
重
野
ら
は
い
よ
い
よ
本
格
的
に
、
明
治
太
政
官
政
府
の

手
に
よ
る
日
本
の

｢

正
史｣

た
る

｢

大
日
本
編
年
史｣

の
編
纂
に
着
手
す
る
。
こ
の

着
手
に
あ
た
っ
て
、
重
野
は
対
立
す
る
川
田
剛
ら
の
一
派
を
修
史
館
か
ら
追
放
す
る

が
、
こ
の
際
の
重
野
と
川
田
の
対
立
は
、
あ
く
ま
で
歴
史
書
そ
の
も
の
の
執
筆
開
始

を
主
張
す
る
重
野
と
、
一
次
史
料
の
収
集
と
そ
の
綱
文
化
に
よ
る
史
料
稿
本
の
作
成

に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
川
田
と
い
う
対
立
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い

る

(

�)

。
と
す
れ
ば
、
事
実
命
題
の
集
積
を
目
指
し
た

｢

征
西
始
末｣
編
纂
第
一
段
階
と
、

叙
述
的
な
歴
史
書
の
編
纂
を
目
指
し
た
そ
の
編
纂
第
二
段
階
と
は
、
こ
の
重
野
―
川

田
対
立
を
先
取
り
し
た
関
係
に
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
後
の

｢

大
日
本
編
年
史｣

編
纂
が
直
面
し
た
、
記
載
す
べ
き
事
実
の
横
溢
・
増
加
と
い
う

事
態
、｢

編
年
史｣

挫
折
と

(

�)

、
一
面
で
は

｢

川
田
の
非
編
修
説
に
退
歩｣

し
た

(

�)
と
も

評
さ
れ
る
帝
国
大
学
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
に
お
け
る

『

大
日
本
史
料』

の
発
刊
へ

至
る
経
緯
の
、
一
つ
の
端
緒
と
も
い
う
べ
き
位
置
に
あ
る
と
も
言
え
る
。
一
見
、
平

板
な
戦
記
に
終
始
し
て
い
る
か
に
見
え
る

｢

征
西
始
末｣

は
、
そ
の
編
纂
経
過
ま
で

踏
み
込
ん
で
検
討
す
る
と
き
、
こ
う
し
た
歴
史
記
述
を
め
ぐ
る
諸
構
想
の
せ
め
ぎ
あ

い
の
文
脈
に
位
置
づ
い
て
く
る
の
で
あ
る
。

[

注]
(

�)

修
史
部
局
に
お
け
る
同
時
代
史
編
纂
の
概
観
は
、
拙
稿

｢

明
治
政
府
の
同
時
代
史

編
纂｣

(

箱
石
大
編

『

戊
辰
戦
争
の
史
料
学』

、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年
、
予
定)

を
参
照
。

(

�)

沼
田
次
郎

｢

明
治
初
期
に
お
け
る
西
洋
史
学
の
輸
入
に
つ
い
て｣

(

伊
東
多
三
郎
編

『

国
民
生
活
史
研
究

第
三
集』

、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
五
八
年)

。

(

�)
｢

公
文
録｣

明
治
十
年
十
二
月
局
伺

(

国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
二
Ａ
―
一
〇
―
公
二

〇
一
五)

(

�)
｢

公
文
録｣

明
治
十
一
年
一
月
局
伺

(

国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
二
Ａ
―
一
〇
―
公
二

二
三
七)

(

	)

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
、
四
一
七
〇


七
―
二
一

(

以
下
、
特
に
注
記
し
な

い
史
料
に
つ
い
て
は
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。
本
稿
所
引
の
史
料
編
纂
所
所
蔵

の
請
求
記
号
四
〇
〇
〇
番
台
史
料
は
大
部
分
が
同
所

｢

所
蔵
史
料
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー

ス｣

か
ら
画
像
で
閲
覧
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る)

。

(

�)

四
一
七
〇


七
―
二
二

(

�)

四
一
七
〇


七
―
二
〇

(

)

な
お
、
こ
れ
ら
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
西
南
戦
争
関
係
史
料
の
主
要
な
も

の
に
つ
い
て
は
、『

鹿
児
島
県
史
料

西
南
戦
争』

一
〜
四

(

一
九
七
八
年
〜
二
〇
〇

八
年)

に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

(

�)

注
�
前
掲
史
料
。

(

�)
｢

修
史
館
日
記｣

(

〇
一
七
〇
―
一
四)

明
治
一
一
年
三
月
一
八
日
条
お
よ
び
七
月

九
日
条

(

�)

同
上
、
明
治
一
一
年
三
月
二
五
日
条

(
�)

同
上
、
明
治
一
一
年
六
月
四
日
条

(

�)
｢

史
料
編
纂
始
末｣

一
〇

(

〇
一
七
〇
―
九)

(

�)
四
一
四
〇


七
―
一
五

(

�)

千
葉
真
由
美

｢

皇
国
地
誌
編
纂
過
程
に
お
け
る
地
図
目
録
と
地
図
主
管
の
移
動｣

(『

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
研
究
紀
要』

一
四
、
二
〇
〇
四
年)

。

(

�)

四
一
四
〇


七
―
一
一
五

(

�)

鈴
江
英
一

『

近
現
代
史
料
の
管
理
と
史
料
認
識』

(

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
二
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〇
〇
二
年)

、
四
五
頁
。

(

�)
四
一
四
〇


七
―
四

(

�)
｢

史
料
編
纂
始
末｣

八
〜
一
四

(

〇
一
七
〇
―
九)

(

�)
｢

公
文
録｣

明
治
十
一
年
四
月
局
伺

(

国
立
公
文
書
館
所
蔵
、
二
Ａ
―
一
〇
―
公
二

二
四
一)

(

�)

注
�
前
掲
史
料

(

�)

四
一
四
〇


七
―
八

(

�)

四
一
四
〇


七
―
七

(

�)

四
一
四
〇


七
―
二
七

(

�)

四
一
四
〇


七
―
九

(

�)

学
海
日
録
研
究
会
編

『

学
海
日
録

第
五
巻』

(

岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年)

、
三

五
頁
。

(

 )

四
一
四
〇


七
―
一
四
一

(

!)

四
一
四
〇


七
―
一
四
二

(

")

な
お
、
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
未
整
理
史
料
中
に
、｢
稿
本
Ｃ｣

の
残
り
の
冊
と
思
わ

れ
る
稿
本
が
存
在
し
て
い
る
。

(

#)

四
一
四
〇


七
―
五

(

$)

安
岡
昭
男

｢

解
題｣

(

マ
ウ
ン
ジ
ー
著
・
安
岡
昭
男
補
注

『

薩
摩
反
乱
記』

(

平
凡

社
、
一
九
七
九
年)

。

(

%)

沼
田
、
注
�
前
掲
論
文

(

&)
『

増
訂

重
野
博
士
史
学
論
文
集

上
巻』

(

名
著
普
及
会
、
一
九
八
九
年)

。

(

')

こ
の
翻
訳
本
を
元
に
、
原
文
と
対
照
し
て
校
訂
を
加
え
た
も
の
が
注
$
前
掲
書
で

あ
る
。
な
お
、
今
日
史
料
編
纂
所
に
伝
存
す
る
同
書
英
文
原
本
は
維
新
史
料
編
纂
会

旧
蔵
の
も
の
で
あ
り
、
修
史
館
蔵
本
で
は
な
い
が
、
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
伝

来
し
て
い
る
そ
れ
が
訳
稿
の
底
本
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る

(

内
閣
文
庫
Ｅ
〇
〇
五

〇
〇
五)

。

(

()

沼
田
、
注
�
前
掲
論
文
。

(

�)

久
米
邦
武

｢

余
が
見
た
る
重
野
博
士｣

(『

歴
史
地
理』

一
七
―
三
、
一
九
一
二
年)

。

(

�)
�
���
����

�
��
	

�
���
��
�
�
�
��
�
�
����

��
�
�����������

������
�����


�
��
 
!
�"

#
$
$
%
&

(

�)

注
�
前
掲
史
料
。

(

付
記)

本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
・
若
手
研
究

(

Ｂ)
｢

明
治
太
政
官
に
お
け
る
同
時

代
史
編
纂
の
史
学
史
的
・
記
録
管
理
史
的
研
究｣

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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